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第１章 計画の概要 
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計画の概要 

計画策定の背景と目的、計画の位置づけ、期間などを整理します。

１ 策定の背景と目的

本市では 2011（平成 23）年度に「豊橋市住宅マスタープラン」を策定し、2017（平成 29）

年度には同計画の改訂を行い、本市の特性や住宅事情等に応じた住宅施策に取り組んでき

ました。

この間、人口減少などの社会構造の変化に伴い、増加することが予想される空家につい

て適正管理や利活用のさらなる強化が求められています。また、高齢者は増加する見込み

であるため、高齢者等の住宅確保要配慮者への支援も必要となっていきます。都市づくり

においては、本格的な人口減少や超高齢社会に対応するため、集約型都市構造への転換を

一層進めており、2018（平成 30）年には「立地適正化計画」を策定し、公共交通沿線を中

心に居住誘導区域を定めて誘導を図っています。 

一方、近年では集中的な豪雨や大型台風などの自然災害が増えており、住宅を取り巻く

環境や市民の危機管理意識は大きく変化してきました。大規模自然災害への対応がより一

層大きな課題として認識され、住まいの安全確保の取り組みが重要となっています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、新しい生活様式の実践やテレワーク

等の新たな働き方が推進され、住まいでは住宅内でのワークスペースや快適な通信環境な

ど自宅で勤務しやすい環境づくりが求められています。また、2020（令和２）年 10 月には

国が、2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を宣言しており、住宅においてさ

らなる省エネルギー化・脱炭素化に向けた取り組みの充実・強化が必要となっています。 

本計画は、このような背景を踏まえた上で、本市の特性や住宅事情等に応じた住宅政策

の基本目標と施策の展開方向を定め、それに基づく重点的な取り組みを掲げる「豊橋市住

宅マスタープラン」を策定し、住宅施策を体系的・総合的に推進するための指針とします。

２ 位置づけ 

本計画は、国及び県の「住生活基本計画」や本市の「豊橋市総合計画」との整合を図る

とともに、関連する諸計画とも整合・連携を図っていきます。
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■ 計画の位置づけ 

３ 期間 

本計画は、2022（令和４）年度から 2031（令和 13）年度までの 10 年間を計画期間とし

ます。

なお、社会経済情勢の変化や計画の進捗状況の評価・検証結果等を踏まえ、５年後をめ

どに取り組み内容などの見直しを行います。

住宅マスタープラン 

関連計画 

・都市計画マスタープラン 

立地適正化計画 

・中心市街地活性化基本計画 

・空家等対策計画

・建築物耐震改修促進計画 

・地域防災計画 

・公共施設等総合管理方針 

・高齢者福祉計画 

・環境基本計画 

・地球温暖化対策地域推進計画 

・安全で安心なまちづくり行動計画

など 

愛知県住生活基本計画 

住生活基本計画 

（全国計画） 

住生活基本法 豊 橋 市 総 合 計 画 

下位計画 

・市営住宅ストック 
総合活用計画 

・市営住宅長寿命化計画 
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第２章 住まい・暮らしを取り巻く 

現状と主要課題 
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２
住まい・暮らしを取り巻く現状と主要課題 

本市における住まい・暮らしを取り巻く現状と主要課題について整理し

ます。

１ 住まい・暮らしを取り巻く現状 

（１）人の現状 

【本市の状況】 

① 人口の推移 

○ 総人口は、2010（平成 22）年をピークに減少局面に移行している。 

○ 2016（平成 28）年以降外国人は増加傾向にあるが、2021（令和３）年は減

少した。 

本市全体の人口は、2015（平成 27）年には減少に転じており、今後も長期的に減少

していくと推計されています。一方、総世帯数は増加傾向にあり、一世帯当たりの人

員は減少していくと推計されています。 

外国人人口は、2016（平成 28）年から増加傾向が続いていますが、2021（令和３）

年は減少しました。 

≪総人口、総世帯数の推移≫ 

資料：国勢調査（2000～2020）、第６次総合計画 

≪外国人人口、世帯数の推移≫ 

資料：外国人登録（各年４月１日）
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0～14歳（年少人口） 15～64歳（生産年齢人口） 65歳以上（老年人口）

② 人口動態 

○  2015（平成 27）年から自然動態は、減少に転じている。 

自然動態は、2015（平成 27）年から減少しています。一方、社会動態は、2016（平

成 28）年までは減少が続いていましたが、2017（平成 29）年から 2019（令和元）年

までは増加となっています。 

自然動態の減少が大きいため、全体的には人口減少となっています。 

≪人口動態の推移≫ 

資料：豊橋の統計 

③ 年齢階層別人口 

○  年少人口の割合は減少しており、老年人口の割合は増加している。 

本市の年少人口と生産年齢人口の割合は減少し、老年人口の割合は増加しています。 

2030（令和 12）年には約 3.5 人に１人が 65 歳以上の高齢者となる見込みとなって

おり、今後も少子高齢化は年々進むと推計されています。 

≪年齢階層別（３区分）人口構成比の推移≫ 

資料：第６次総合計画 
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④ 中心市街地の人口、世帯数 

○  中心市街地の人口は 2018（平成 30）年以降、減少している。 

人口は 2017（平成 29）年に増加しましたが、それ以降は徐々に減少しています。世

帯数は、2017（平成 29）年以降増加傾向となっています。また、一世帯当たりの人員

は、徐々に減少しています。 

≪中心市街地の人口、世帯数の推移≫ 

※中心市街地の人口、世帯数は中心市街地の区域に属する 37行政町別人口、世帯数の合計

資料：中心市街地活性化基本計画 2021-2025

⑤ 家族類型別世帯数 

○ 単身世帯が増加している。 

家族類型別世帯の状況は、全体的に増加傾向ですが、特に単身世帯や高齢単身世帯

が増加しています。 

≪家族類型別世帯数の推移≫ 

資料：国勢調査 

夫婦のみの世帯

うち高齢夫婦世帯

夫婦と子どもから成る世帯

うち夫婦と６歳未満の子がいる世帯

うち夫婦と６～18歳未満の子がいる世帯

ひとり親と子どもから成る世帯

うちひとり親と18歳未満の子から成る世帯

単身世帯

うち高齢単身世帯
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豊南 

高根 

小沢 

細谷 

二川南 

天伯 

野依 

富士見 

老津 

杉山 

大清水 

大崎 

植田 

磯辺 

牟呂 

汐田 

中野 

花田 

羽根井 

福岡 

栄 

幸 

芦原 
高師 

吉田方 

前芝 津田 

下地 

大村 

松葉 

松山 

八町

新川 旭 

向山 

東田 

豊 
岩田 

飯村 
岩西 

つつじが丘

多米 

石巻 

鷹丘 

牛川 

下条 

玉川 

嵩山 

西郷 
賀茂 

二川 
谷川 

【校区の状況】 

① 校区別の人口増減 

○ 市の中心部、北部及び南部で人口減少している。 

小学校区別の人口増減の状況は、市の中心部、北部及び南部で減少校区が多くなっ

ており、全体の約６割の校区で人口が減少しています。 

≪人口増減（2017（平成 29）年⇒2021（令和３）年）≫ 

資料：住民基本台帳（各年４月１日）  

2017 年度比 

2021 年度人口増減率 
校区名 

～▲2.0％ 

豊、東田、花田、大村、大崎、植田、栄、大清水、富士見、 

向山、西郷、嵩山、石巻、小沢、細谷、二川、豊南、老津、 

杉山、賀茂 

▲2.0％～▲1.0％ 羽根井、福岡、中野、野依、下条、玉川 

▲1.0％～0.0％ 岩田、八町、松山、幸、芦原、旭、天伯 

0.0％～1.0％ 
松葉、津田、牟呂、吉田方、磯辺、牛川、つつじが丘、 

二川南、高根 

1.0％～2.0％ 新川、下地、鷹丘、多米、前芝、谷川 

2.0％～ 汐田、高師、岩西、飯村 

凡例 

   ～▲2.0％ 

▲2.0％～▲1.0％ 

▲1.0％～0.0％ 

0.0％～1.0％ 

1.0％～2.0％ 

2.0％～ 
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豊南 

高根 

小沢 

細谷 

二川南 

天伯 

野依 

富士見 

老津 

杉山 

大清水 

大崎 

植田 

磯辺 

牟呂 

汐田 

中野 

花田 

羽根井 

福岡 

栄 

幸 

芦原 
高師 

吉田方 

前芝 津田 
下地 

大村 

松葉 

松山 

八町 

新川 旭 

向山 

東田 

豊 
岩田 

飯村 
岩西 

つつじが丘

多米 

石巻 

鷹丘 

牛川 

下条 

玉川 

嵩山 

西郷 
賀茂 

二川 
谷川 

② 校区別の高齢化率 

○ 豊橋駅周辺の中心部及び市の周辺部で高齢化率が高い。 

小学校区別の高齢化率は、豊橋駅周辺の中心部及び市の周辺部で高くなっています。 

≪高齢化率≫ 

高齢化率 校区名 

     ～21.0％ 牟呂、汐田、吉田方 

21.0％～25.0％ 
下地、中野、磯辺、野依、牛川、多米、飯村、つつじが丘、 

大清水、二川南、高根、杉山 

25.0％～29.0％ 
岩田、松葉、羽根井、大村、津田、高師、幸、芦原、福岡、 

大崎、鷹丘、岩西、栄、天伯、前芝、谷川、二川 

29.0％～33.0％ 
豊、東田、八町、花田、松山、新川、植田、旭、富士見、 

向山、玉川、石巻、小沢、細谷、豊南、老津、賀茂 

33.0％～ 下条、西郷、嵩山 

資料：住民基本台帳（2021 年４月１日）

凡例 

   ～21.0％ 

21.0％～25.0％ 

25.0％～29.0％ 

29.0％～33.0％ 

33.0％～ 
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住宅総数 空家数 空家率

賃貸用

の住宅

59.3%

12,760戸

売却用の住宅

2.8%

590 戸

その他

の住宅

36.1%

7,770戸

二次的住宅

1.8%

380戸

【豊橋市】

空家総数

21,510戸

持ち家

63.2%

公営の借家

3.5%

民営借家

27.7%

給与住宅

1.2%

その他

4.4%

【豊橋市】

居住世帯の

ある住宅総数

144,160戸

持ち家

59.5%

公営の借家

3.7%

UR・公社

の借家

1.5%

民営借家

30.2%

給与住宅

2.3%

その他

2.8%

【愛知県】

居住世帯の

ある住宅総数

3,069,200戸

（２）住宅・住環境の現状 

【住宅ストックの状況】 

① 住宅総数 

○ 住宅総数、空家数ともに増加傾向となっている。 

住宅・土地統計調査によると、本市の住宅総数は 1998（平成 10）年から増加傾向に

あります。また、空家数についても 1998（平成 10）年から増加傾向にあります。 

≪住宅総数、空家数、空家率の推移≫ ≪空家の内訳≫

資料：住宅・土地統計調査（2018 年） 

② 住宅の所有関係 

○ 持ち家の割合は、63.2％となっている。 

○ 公営の借家の割合は、3.5％となっている。 

住宅ストックにおける本市の持ち家率は、63.2％と県よりも若干高くなっています。

また、公営の借家の割合は 3.5％と県より若干低くなっています。 

≪所有関係別住宅数の比率≫ 

資料：住宅・土地統計調査（2018 年） 
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～1970年

6.2%

1971年～

1980年

12.0%

1981年～

1990年

16.6%

1991年～

1995年

10.6%

1996年

～2000

年 9.6%

2001年

～2005

年 9.8%

2006年～2010

年 9.1%

2011年～

2015年

10.7%

2016年～

2018年9月

4.0%
不詳

11.4%

【豊橋市】

居住世帯の

ある住宅総数

144,160戸

～1970年

7.5%

1971年～

1980年

13.0%

1981年～

1990年

16.0%

1991年～

1995年

9.6%
1996年～

2000年

10.4%

2001年～

2005年

9.7%

2006年～

2010年

11.1%

2011年～

2015年

9.8%

2016年～

2018年9月

4.6% 不詳

8.3%

【愛知県】

居住世帯の

ある住宅総数

3,069,200戸

③ 建築時期 

○ 新耐震基準以前の建物割合が 18.2％となっている。 

新耐震基準（1981（昭和 56）年）の時期を踏まえた本市の住宅ストックは、1980（昭

和 55）年以前の割合でみると 18.2％となっており、県よりも低くなっています。 

≪建築年次別ストックの比率≫ 

資料：住宅・土地統計調査（2018 年） 

④ 耐震化の状況 

○ 住宅の耐震化率は、91.0％となっている。 

2020（令和２）年度の本市における耐震性のある住宅は、91.0％となっています。  

≪本市における耐震性のある住宅の割合（2020（令和２）年度時点）≫ 単位：戸

分類 全数 

新耐震の住宅 

（耐震性あり） 

① 

旧耐震の住宅 
耐震性の

ある住宅

①＋② 

割合 

（耐震化率） 

（①＋②） 

／全数 

耐震性あり

② 
耐震性なし 

木造 85,140 60,690 12,500 11,950 73,190 86.0% 

木造以外 63,340 53,640 8,240 1,460 61,880 97.7% 

合計 148,480 114,330 20,740 13,410 135,070 91.0% 

資料：建築物耐震改修促進計画 2021－2025 
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11.8%

21.8%

15.2%

18.8%

42.4%

51.8%

7.2%

18.9%

11.9%

16.4%

41.7%

48.1%

0% 20% 40% 60%

道路から玄関まで車いすで通行可能

段差のない屋内

車いすが通行可能な廊下の幅

またぎやすい高さの浴槽

手すりがある

高齢者等のための設備がある

豊橋市

愛知県

13.3%

11.8%

5.2%

3.3%

13.8%

12.6%

5.8%

3.3%

0% 3% 6% 9% 12% 15%

二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓（一部）

二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓（すべて）

太陽光を利用した発電機器

太陽熱を利用した温水機器等
豊橋市

愛知県

【その他の住宅に関する状況】 

① バリアフリー化の状況 

○ 高齢者等のための設備がある住宅は、48.1％となっている。 

○ 手すりがある住宅は 41.7％、道路から玄関まで車いすで通行可能な住宅は

7.2％となっている。 

手すりや段差解消など高齢者等のための設備がある住宅の割合は、48.1％となって

おり、県よりも低くなっています。 

個別の設備としては、「手すりがある」が 41.7％で最も高く、次いで「段差のない

屋内」が 18.9％となっています。 

≪高齢者等のための設備の設置≫ 

資料：住宅・土地統計調査（2018 年） 

② 環境性能の状況 

○ 各種の省エネ対策を行った住宅は、最大で 13.8％となっている。 

各種の省エネ対策を行った住宅の割合は、県よりも若干高いものの、いずれも低い

割合となっています。 

≪省エネ対策住宅≫ 

資料：住宅・土地統計調査（2018 年） 
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2ｍ未満

3.5%

2ｍ～4ｍ

未満

25.2%

4ｍ～6ｍ

未満

41.4%

6ｍ～10ｍ

未満

20.7%

10ｍ以上

7.7%

未接道

1.5%

【豊橋市】

居住世帯の

ある住宅総数

144,160戸

2ｍ未満

3.1%

2ｍ～4ｍ

未満

21.7%

4ｍ～6ｍ

未満

37.3%

6ｍ～10ｍ

未満

25.6%

10ｍ以上

11.0%

未接道

1.3%

【愛知県】

居住世帯の

ある住宅総数

3,069,200戸

～1980年

0％

0戸

1981年～

1990年

36.5%

1,970戸

1991年～2000年

34.8%

1,880戸

2001年～

2010年

24.4%

1,320戸

2011年～2015年

1.9%

100戸

2016年～2018年9月

2.4%

130戸

豊橋市

5,400戸

～1980年

13.1%

41,400戸

1981年～

1990年

19.2%

60,700戸

1991年～2000年

29.7%

94,100戸

2001年～

2010年

25.7%

81,500戸

2011年～2015年

8.9%

28,300戸

2016年～2018年9月

3.4%

10,900戸

愛知県

316,900戸

③ 分譲マンションの現状 

○ 経年に伴う老朽化が心配されるマンションは、今後 10 年の間に急増する見

込みとなっている。 

1980（昭和 55）年以前に建てられた築 40年を超えるマンションは、県の 41,400 戸

13.1％に対し、本市では０戸となっています。しかし、本市においても、今後 10 年の

間に急増する見込みです。 

≪建築年次別マンションの比率≫ 

資料：住宅・土地統計調査（2018 年） 

④ 接道状況 

○ 前面道路の幅員が４ｍ未満である住宅が 30.2％ある。 

住宅が接する前面道路の幅員は、緊急車両の通行を確保するために４ｍ必要とされ

ていますが、これを満たしていない住宅が 30.2％あり、県より若干高くなっています。 

≪接道状況≫ 

資料：住宅・土地統計調査（2018 年）
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10 169

1,522

1,098

337 383 332

0

500

1,000

1,500

2,000

1960年

以前

1961年

～1970年

1971年

～1980年

1981年

～1990年

1991年

～2000年

2001年

～2010年

2011年

～2020年

（戸） 木造（木造・簡平） 耐火（低耐・中耐・高耐）

旧耐震基準

1,701戸

44.2%

新耐震基準

2,150戸

55.8%

（３）公営住宅の現状 

① 市内の公営住宅の状況 

○ 市内の公営住宅（市営・県営）は、6,426 戸となっている。 

市内の公営住宅の状況は、2021（令和３）年４月１日現在で市営住宅が 3,851 戸、

県営住宅が 2,575 戸、合計 6,426 戸を管理しています。 

② 市営住宅の管理状況 

○ 新耐震基準（1981（昭和 56）年）以前に建設された住戸が 44.2％となってい

る。 

○ 2021（令和３）年度には、耐用年限の 1/2 超の住宅が 61.5％を占める。 

構造別の状況は、耐火造が 3,841 戸で 99.7％となっています。また、建設年代は

1971（昭和 46）年～1980（昭和 55）年が 1,522 戸で 39.5％と一番多く、次いで 1981

（昭和 56）年～1990（平成２）年が 1,098 戸で 28.5％となっています。 

公営住宅法による耐用年限を経過する住戸は、2021（令和３）年度では 10 戸で 0.3％

となっていますが、2032（令和 14）年度以降は、耐火造が耐用年限を迎えることによ

り急増します。 

建て替え対象となる耐用年限の 1/2 を超える住宅は、2021（令和３）年度には 2,367

戸で 61.5％となるため、計画的な維持・保全が必要となっています。 

≪建設年代別構造別戸数≫ 

資料：豊橋市住宅課（2021 年４月１日） 
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～29歳

69世帯

2.1%

30～39歳

332世帯

10.1%

40～49歳

454世帯

13.9%

50～59歳

503世帯

15.3%

60～64歳

210世帯

6.4%

65歳～

1,712世帯

52.2%

世帯数

3,280世帯

513

228

741

490

341

972

1,803

3,280

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

総計

うち65歳以上の高齢者がいる世帯

高齢単身世帯

高齢夫婦世帯

高齢者同居世帯

うち18歳未満の子がいる世帯

ひとり親世帯

18歳未満の子がいるその他世帯

（世帯）

高齢

単身世帯

935世帯

25.8%

高齢

単身世帯

972世帯

29.6%

高齢

夫婦世帯

324世帯

9.0%

高齢

夫婦世帯

341世帯

10.4%

高齢者

同居世帯

505世帯

13.9%

高齢者

同居世帯

490世帯

15.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

【2017年】

全3,622世帯

【2021年】

全3,280世帯

1,764世帯

48.7%

1,803世帯

55.0%

③ 市営住宅入居者の状況 

ア．世帯構成 

○ 65 歳以上の高齢者がいる世帯は 1,803 世帯、55.0％となっている。 

○ 18 歳未満の子がいる世帯は 741 世帯、22.6％となっている。 

65 歳以上の高齢者がいる世帯は、1,803 世帯 55.0％となっています。そのうち、高

齢単身世帯は 972 世帯 53.9％、高齢夫婦世帯は 341 世帯 18.9％となっています。 

18 歳未満の子がいる世帯は、741 世帯 22.6％となっています。そのうち、ひとり親

世帯は 228 世帯 30.8％となっています。 

世帯主の年齢は、65 歳以上が５割を超える一方、30 歳代以下は約１割となっていま

す。 

≪世帯、世帯主の構成≫ 

資料：豊橋市住宅課（各年４月１日） 
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ブラジル

416世帯

61.8%
ペルー

73世帯

10.9%

フィリピン

72世帯

10.7%

韓国・朝鮮

37世帯

5.5%

中国

35世帯

5.2%

その他

40世帯

5.9%

【2017年】

外国籍の世帯

673世帯

18.6% ブラジル

470世帯

65.0%

ペルー

65世帯

9.0%

フィリピン

84世帯

11.6%

韓国・朝鮮

35世帯

4.9%

中国

32世帯

4.4%

その他

37世帯

5.1%

【2021年】

外国籍の世帯

723世帯

22.0%

3年未満

766世帯

21.2%

3～5年未満

365世帯

10.1%

5～10年未満

613世帯

16.9%
10～15年未満

504世帯

14.0%

15～20年未満

353世帯

9.7%

20～30年未満

440世帯

12.1%

30年以上

581世帯

16.0%

【2017年】

世帯数

3,622世帯

3年未満

584世帯

17.8%

3～5年未満

278世帯

8.5%

5～10年未満

665世帯

20.3%
10～15年未満

453世帯

13.8%

15～20年未満

322世帯

9.8%

20～30年未満

380世帯

11.6%

30年以上

598世帯

18.2%

【2021年】

世帯数

3,280世帯

イ．国籍 

○ 外国籍の入居者がいる世帯は 723 世帯、22.0％となっている。 

外国籍の入居者がいる世帯は増加しており、723 世帯 22.0％となっています。本市

の外国人は全人口の約５％程度を占め、市営住宅にも外国人世帯が多く入居していま

す。 

国籍別では、ブラジルが最も多く 470 世帯で、次いでフィリピンが 84 世帯、ペルー

が 65 世帯となっています。 

≪国籍≫          

ウ．入居期間 

○ 入居期間が 20 年を超える世帯が 29.8％となっている。 

入居期間が 20 年超の世帯が増加しており、29.8％となっています。 

≪入居期間≫ 

資料：豊橋市住宅課（各年４月１日） 

資料：豊橋市住宅課（各年４月１日）
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エ．所得状況 

○ 収入分位ⅠからⅣの入居者が 88.8％となっている。このうちⅠ分位は

77.6％となっている。 

入居者の所得状況は、市営住宅への一般住宅の入居収入基準であるⅠ～Ⅳ分位が

88.8％と増加しています。 

一方、障害者や小学校就学前の子がいる等政令において入居収入基準がⅥ分位まで

認められている区分も含みますが、市営住宅を明渡すよう努力する義務が発生する引

き続き３年以上入居かつ入居収入基準を超える収入超過世帯は減少しています。 

≪収入分位の状況≫ 

  資料：豊橋市住宅課（各年４月１日） 

収入分位 

Ⅰ 

（～10％） 

Ⅱ 

（10～

15％） 

Ⅲ 

（15～

20％） 

Ⅳ 

（20～

25％） 

Ⅴ 

（25～

32.5％） 

Ⅵ 

（32.5～

40％） 

Ⅶ 

（40～

50％） 

Ⅷ 

（50％～） 

総計 

政令月収 
104,000 円 

以下 

104,001～ 

123,000 円 

123,001～ 

139,000 円 

139,001～ 

158,000 円 

158,001～ 

186,000 円 

186,001～ 

214,000 円 

214,001～ 

259,000 円 

259,001 円 

以上 

2017 

世帯

数 
2,718 158 87 136 110 100 91 142 3,542 

割合 76.7% 4.5% 2.5% 3.8% 3.1% 2.8% 2.6% 4.0% 100% 

2021 

世帯

数 
2,544 142 128 99 110 71 99 87 3,280 

割合 77.6% 4.3% 3.9% 3.0% 3.4% 2.2% 3.0% 2.6% 100% 

※2017（平成 29）年の世帯数は、改良住宅 96 戸（2019（令和元）年廃止）を除く
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13.1%

3.5%

12.8%

10.8%

5.4%

21.3%

14.6%

21.6%

23.1%

20.5%

29.4%

19.2%

26.0%

10.5%

12.3%

15.1%

15.1%

14.5%

12.1%

16.5%

17.7%

15.4%

5.7%

1.4%

14.7%

31.1%

30.8%

32.1%

37.1%

36.6%

35.3%

54.6%

57.8%

59.5%

61.6%

47.1%

57.6%

61.5%

56.8%

46.2%

53.2%

60.0%

56.1%

57.1%

59.9%

56.7%

57.1%

51.7%

32.4%

19.4%

60.0%

52.3%

55.8%

65.7%

55.1%

52.1%

58.0%

43.4%

30.8%

100.0%

20.6%

17.4%

17.9%

23.5%

23.2%

12.5%

32.7%

41.5%

31.7%

24.9%

29.4%

30.8%

23.6%

25.6%

27.5%

42.6%

66.2%

80.6%

40.0%

33.0%

0～14歳 15～64歳 65歳以上

西口母子（5人）1955年築

市営全体（6,749人）

富本ＲＣ（62人）1968～1969年築

岩屋（211人）1971～1974年築

柳原（1,182人）1972～1977年築

草間（164人）1973～1975年築

西部（1,000人）1978～1981年築

栄生（247人）1979～1981年築

空池（433人）1982～1987年築

中野（345人）1983～1987年築

才ノ神（733人）1982～1989年築

向山（106人）1984～1985年築

富本（95人）1987～1990年築

新多米（192人）1988～1990年築

小鷹野（125人）1990～1992年築

新富本（51人）1991～1992年築

多米（73人）1992年築

忠興（121人）1993～1995年築

前芝（199人）1995～1997年築

西口（183人）2017～2018年築

東山（185人）1997～2001年築

南栄（172人）2010～2014年築

旭本町高齢者（8人）2000年築

池上（150人）2001～2003年築

新植田（218人）2009～2013年築

植田（232人）2005～2008年築

南大清水（112人）2002～2004年築

西口（145人）1965～1971年築

オ．年齢構成 

○ 市営住宅全体の高齢化率は、33.0％となっている。 

入居者の年齢構成は、65 歳以上の高齢者が 2,228 人で、高齢化率 33.0％となって

おり、市全体の高齢化率（26.0％）よりも高くなっています。 

住宅別では、南栄住宅や富本ＲＣ住宅等で高齢化率が 60％を超えています。 

≪年齢構成（全体、住宅別）≫              

合計 
０～14 歳 15～64 歳 65 歳以上 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 

6,749 人 992 人 14.7％ 3,529 人 52.3％ 2,228 人 33.0％ 

資料：豊橋市住宅課（2021 年４月１日）
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  カ．申し込み状況 

○ 申込者のうち入居できた人の割合は、41.5％となっている。 

申込者数は、2020（令和２）年度で 316 人となっており、近年３年間は横ばいで推

移しています。 

また、申込者のうち入居できた人の割合である入居率は 2018（平成 30）年度から

2020（令和２）年度にかけて減少していますが、これは特定の住宅に申し込みが集中

している状況によるものです。住宅別では、東山住宅や南大清水住宅、南栄住宅のよ

うに築年数が新しく、エレベーターが設置されている住宅は人気が高く、新たな入居

が難しい状況となっています。一方、築年数が古い住宅は比較的入居がしやすく、各

住宅の入居率に大きな差があります。 

≪申し込み状況（全体・住宅別（2020（令和２）年度））≫ 

資料：豊橋市住宅課（令和３年４月１日）

※西口母子・富本ＲＣ・西口（1965（昭和 40）～1971（昭和 46）年築）・岩屋住宅は、入居募集停止中

のため未掲載

※旭本町高齢者住宅は、退去及び募集がないため未掲載

資料：豊橋市住宅課（2021 年４月１日）
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２ 市民意識の状況 

（１）調査目的 

統計資料からは把握することが難しい、住まいに対する現状や不安な点、今後の住

まいに対する考え方など、市民の住まいに対する意識を把握し、本市における住宅施

策の基礎資料とすることを目的にアンケート調査を実施しました。 

（２）調査概要 

◇調査対象
本市に住所がある18歳以上の年齢階層別に無作為で抽

出された市民及び本市のインターネットモニター

◇調査方法 郵送による配布・回収、Ｗｅｂ回答 

◇調査期間 2020（令和２）年 11月 30 日～12 月 25 日 

◇配布数・モニター数 1,895 人：郵送 1,511 人・Ｗｅｂ384 人  

◇有効回収数（回収率） 942 人（49.7％）：郵送 602 人・Ｗｅｂ340 人  

◇調査項目 

① 周辺環境の現状、不安な点について 

② 今後の住まいについて 

③ 今後の市の施策への期待について 

④ 長く住み継がれる住まいづくりについて 

⑤ 住まい選びについて 

⑥ 賃貸住宅を探す際の問題について 

（３）調査結果 

① 周辺環境の現状、不安な点について

○ 周辺環境の総合的評価は、58.2％が満足していますが、娯楽・レジャー施設の充

実については、満足度が低くなっています。

○ 生活に対する不安な点は、地震や火事などの安全性、空き巣などの防犯対策が多

くなっています。

⇒ 周辺施設や交通面での利便性、災害や交通・防犯面などの安全性に対する満足度

が低くなっています。

≪周辺環境の満足度≫  

57.7%
58.9%

59.3%

60.4%

57.2%

55.8%

55.0%

49.7%
51.6%53.2%

56.0%

56.6%

53.4%

52.6%

58.7%

60.0%

58.2%

0%

25%

50%

75%

100%

近隣関係（近所づきあいや自治会活動

の良さ）

近所の生活モラル（ゴミ出しや路上駐

車に関して）

自然の豊かさ

子育てや教育環境の良さ

通勤・通学の便利さ

食料品など日常的な買い物の便利さ

医療、福祉サービスの便利さ

娯楽・レジャー施設の充実

周辺の道路における歩行者の安全性鉄道、バスなど公共交通利用の便利さ

自家用車利用の便利さ（駐車場、渋滞

など）

騒音、振動、悪臭などの公害がない

地震、火災、風水害等からの安全性

犯罪発生に対する安心（防犯対策）

汚水や雨水の処理

周辺のたたずまい（景観、落ち着き、静

けさ等）

周辺環境の総合的な評価
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建物が老朽化しており、補修するのに費用がかかるのが不安

将来、家事などが出来なくなるのが不安

住宅のバリアフリー対策が十分でないので、転倒や転落によりけがをし

ないか不安

持ち家の住宅ローンが残っており、失業などにより住宅ローンを支払え

なくなるのが不安

地域に親族や親しい友人がおらず、何かあった時に不安

賃貸住宅なので、失業などにより家賃を支払えなくなった時に立ち退き

を要求されるのが不安

子育てをするのに十分な広さや設備、周囲への騒音対策が行われてい

る住宅を確保できるか不安

その他

特になし

45.9%

32.4%

13.5%

39.2%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今の家に不満

（バリアフリー対応・規模・間取り・設備など）

立地や周辺環境が問題

（交通・買い物の利便性・安全性など）

経済的な理由

（ローン・家賃等の負担）

身辺事情への対応

（就職・転勤・結婚・親や子と同居・子の誕生など）

その他

≪生活に対する不安≫ 

② 今後の住まいについて

○ 転居したいと考える市民が 16％となっています。

○ 転居を希望する人は、年代を問わず、間取りや住宅設備などについて不満を持っ

ています。

○ 転居を希望するタイミングは、年代が上がるにつれ、自身の就業状況から子ども

の成長度合い、自立した生活が困難になった場合へと変化しています。

⇒ 全体としては、今の住まいに住み続けたい人が多くなっています。

≪今後の居住意向≫         ≪転居したい理由≫ 

住み続けたい

64%

転居したい

16%

わからない

20%
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39.1%

16.1%

10.7%

9.9%

3.5%
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44.0%
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家具等の転倒防止

耐震診断

耐震改修・補強

ガラスの飛散防止

ブロック塀などの倒壊防止

その他

行っていない

③ 今後の市の施策への期待について

○ 公共交通機関や生活道路などの住環境整備や防災対策への期待が圧倒的に高く、

次いで魅力的なまち並み・景観の保全・創造、交通利便性の高い地域への居住と

なっています。

○ 今後の市の施策への期待については、年代による偏りは見られませんでした。

⇒ 公共交通機関・周辺施設の充実などの周辺環境整備、防災対策などの安心・安全

な暮らしをサポートするための施策が求められています。

≪重視すべき施策≫ 

④ 長く住み継がれる住まいづくりについて

ア．地震対策の状況 

○ 地震対策は、家具等の転倒防止が 39.1％で最も多く、次いで耐震診断の 16.1％、

耐震改修・補強の 10.7％となっています。

○ コストや手間のかかる対策は、進みにくい状況にあります。

○ その他の対策は、耐震や免震といった地震に強い住宅を建てたという意見が多

く見られました。

⇒ 住宅の耐震化は費用がかかることから、家具の転倒防止など比較的安価で手軽

にできる対策が進められています。

≪地震対策≫ 
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高齢者・子育て世帯・外国人への居住

支援

環境負荷の少ない（省エネ）住まいづくり

の支援

住まいの確保に困った方への市営住宅

の入居支援

豊橋駅周辺の利便性の高いまちなかへ

の居住

優良な住宅（高い性能で長く使える住

宅）供給の促進

住宅が確保しにくい方（入居拒否など）

に対する民間賃貸住宅への入居支援
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その他

イ．バリアフリー対策の状況 

○ バリアフリー対応している住まいは、全体の 50.8％となっています。 

○ 最も多い対策は手すりの設置で 37.1％、次いで屋内の段差解消の 26.0％、低い

浴槽の設置の 15.2％となっています。 

○ 親と子と孫など三世代以上が同居する世帯では、半数近くが手すりを設置して

います。

⇒ 高齢者がいる世帯で対策が進んでいます。

≪バリアフリー対策≫ 

⑤ 住まい選びについて

○ 住宅選択で最も重視する条件は立地の利便性で、次いで住宅の価格・家賃や住宅

の広さ・間取りとなっています。

○ 若い世代ほど住宅の価格・家賃や住宅の広さ・間取りを重視しており、年齢が上

がるにつれて立地の利便性を重視するようになっています。

○ 住みたい住宅としては持ち家（一戸建）が圧倒的多数を占めていますが、50 歳

以上の世代では「特別養護老人ホーム」や「有料老人ホーム・高齢者向け住宅」

が見られます。

⇒ 若い世代は経済的な視点から、高齢の世代ほど周辺環境や身体的な視点から住

宅を考えています。

≪住宅選択で重視する条件≫         ≪最も住みたい住宅≫ 
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ある

29.2%

ない

70.8%

25.0%
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54.6%
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その他

国籍

障害がある

高齢

小さな子供がいる

収入に家賃が見合わない

⑥ 賃貸住宅を探す際の問題について

○ 賃貸住宅を探したことがある方は全体の 60％程ですが、そのうちの 29.2％が賃

貸住宅を探す際に困ったことがあるとなっています。 

○ 収入に家賃が見合わないことで困ったという意見が最も多く、次いで小さな子

供がいる、高齢となっています。

⇒ 住宅確保に困窮する世帯がある程度存在します。

≪賃貸住宅を探す際に困ったこと≫    ≪賃貸住宅を探す際の問題≫ 
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３ 住まい・暮らしに関わる団体及び事業者意向の状況 

（１）調査目的 

統計資料や市民アンケート結果からは把握することが難しい、住まいや暮らしに関

する実態を把握するために、住宅関連事業者や住宅確保要配慮者に関わる団体にアン

ケート調査を実施しました。 

（２）調査概要 

◇調査対象

住宅・住環境に関する調査 

愛知建築士会豊橋支部、東三建設業協会 

 愛知県宅地建物取引業協会東三河支部

住まいや生活支援に関する調査 

 地域包括支援センター（16 団体）、生活福祉課 

 障害者総合相談支援センター、障害者相談支援事業所（６団体） 

◇調査方法 メールによる配布・回収 

◇調査期間 
2021（令和３）年５月 26 日～６月 25 日 

2021（令和３）年９月 ８日～９月 15 日 

◇調査項目 

① 新築住宅におけるニーズの変化について 

② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響について 

③ 住まいや生活支援に対する相談内容の変化について 

④ 住まいの確保について 

⑤ 持ち家の改修について 

⑥ 市営住宅への入居について 

⑦ 本市の住宅施策への要望について 

（３）調査結果 

  ① 新築住宅におけるニーズの変化について 

   ○ ソーラーパネルや二重サッシを設置している住宅が増えた。 

   ○ 新築住宅の段差解消は、進んでいると思われる。 

   ○ トイレや廊下、階段の幅員などのバリアフリーについては土地制約もあり進みに

くい側面がある。 

   ○ 環境意識の高い資金に余裕のある人々は積極的に環境に配慮した家づくりに取り

組む一方で、余裕のない人々も多く見られるのが実情ではないか。 

  ② 新型コロナウイルス感染症拡大の影響について 

   ○ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で減収となり、家賃を支払うことのできな

い（できなくなる恐れのある）人が増えている。 

   ○ 離職や休業等により収入が減少し、住居を失う恐れがある方に対し、一定期間家

賃を支援する住居確保給付金の申請件数が大幅に増えている。 

   ○ 建設工事の現場では、ウッドショックにより、木造住宅構造材や内装材に影響が

既に出始めており、今後は国産材利活用を向上させることも必要ではないかと感

じている。 

   ○ 現状、住まいのニーズや選択に大きな変化は起きていないが、自宅で過ごす時間

が長くなるにつれ、住み心地、家族だんらんの場と個人の居場所の住み分け、趣

味対応スペースの確保など、ニーズの多様化が進んでいくと予想される。 

   ○ リモートで仕事をする人が増え、家に居る時間が増えることで個室を望む人が増

える傾向が見られる。 
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  ③ 住まいや生活支援に対する相談内容の変化について 

   ○ 家族と疎遠で１人暮らしの高齢者からの相談が増えている。 

   ○ 外国人の中にも年齢を重ね高齢となり、相談に至るケースが増えてきている。 

   ○ 高齢者が住む借家やアパートが取り壊しのため退去を命じられるケースにおいて

は、引っ越し先がなかなか見つからないことが多々ある。 

   ○ 利用者の減少による公共交通機関の縮小や商店の撤退により、買い物等の生活支

援に関する相談が増えている。 

  ④ 住まいの確保について 

   ○ 民間賃貸住宅では、高齢者や障害者、外国人というだけで断られることがある。 

   ○ エレベーターがない市営住宅等の集合住宅の高層階に住む高齢者が ADL（日常生

活動作）低下等により、低層階に転居したいという相談が出てくるようになった。 

   ○ セーフティネット住宅については、知らないまたは知っているが利用したことは

ないの回答が多い。 

  ⑤ 持ち家の改修について 

   ○ 耐震改修時は、補助金を活用する機会が多いと思われる。 

   ○ 介護保険を申請して住宅改修を希望する世帯が増えていると感じている。 

  ⑥ 市営住宅への入居について 

   ○ 入居したいと思ってもすぐには入居できない。 

   ○ バリアフリーの市営住宅は、人気が高くて入居することが困難である。 

   ○ 単身世帯の募集戸数が少ない。 

   ○ 網戸も備え付けでお願いしたい。風呂釜がついていないところは、中古等も扱う

業者を紹介してもらえるとありがたい。 

○ 入居希望者はお金に困っている方が多く、できるだけ初期費用をおさえたいのに、 

費用がかかって困ることが多い。 

   ○ 古い市営住宅はエレベーターがないので、足腰が衰えると外出が困難になる。 

   ○ 市営住宅の住民は高齢者世帯や外国人が多いので、自治会が成り立たなくなって

役員が困っている団地もある。 

   ○ 保証人の条件を緩和してほしい。 

  ⑦ 本市の住宅施策への要望について 

   ○ 低所得で保証人がいない人や高齢障害者用の住居の情報がほしい。 

   ○ 階段を上らなくてもいい平屋や１階の物件の空き情報を知りたい。 

   ○ 大家さんが安心して高齢者世帯等に貸すことができる制度づくりをしてほしい。 

   ○ 他の事業者等で問題となっている事例やその対処方法がわかれば情報共有したい。 

   ○ 不動産業者の相談に乗る制度を作って信頼関係を築き、障害者等が住居を確保し

やすくなるとよい。 

○ 見守り大家さん、あんしん賃貸支援事業等が身近な使いやすい制度になるとよい。 

   ○ 大切な補助金を正しく活用することで、自分や地域だけでなく、未来への良い変

化につながる「あるべき姿」について、単なる商売としてだけでなく、持続性を高

める理念への理解も必要である。 

○ 持続可能な開発目標（SDGs）、カーボンニュートラルの実現等、市の考える未来戦

略を伺いたい。 
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４ 前計画の取り組み状況等 

 前計画で設定した成果指標及び推進施策の取り組み状況の整理を行いました。 

【基本目標１】永く暮らせる ～住まいの耐震化と性能の向上～ 

①成果指標                               （ ）内は年度 

指標 計画当初 改訂時 直近実績 目標値 

住宅の耐震化率 
【建築物耐震改修促進計画】 

82.5％ 

（2008） 

88.8％ 

（2013） 

91.0％ 

（2020） 

95％ 

（2020） 

高齢者の居住する住宅の一定の

バリアフリー化率 
※一定のバリアフリー化：２か所以上の

手すりの設置または屋内の段差解消 

【住宅・土地統計調査】

35.8％ 

（2008） 

38.7％ 

（2013） 

40.7％ 

（2018） 

45％ 

（2018） 

バリアフリー化などに対応した 

市営住宅の戸数 
【住宅課】

439 戸 

（2011） 

650 戸 

（2016） 

794 戸 

（2020） 

650 戸以上 

（2021） 

②施策の取り組み内容 

推進施策 取り組み内容 関係課

住まいの 
耐震化の促進 

・耐震診断事業 

・耐震改修補助事業 

・耐震化の普及・啓発 

・住宅・建築相談事業 

建築物安全推進課 

建築指導課 

住まいの 
省エネルギー化と 
長寿命化の促進 

・家庭用エネルギー設備等導入費補助事業 

・雨水貯留槽設置補助事業 

・環境にやさしい暮らし方の普及・啓発 

・長期優良住宅の普及・啓発 

再生可能エネルギーの

まち推進課 

環境保全課 

建築指導課 

住まいの 
バリアフリー化の促進

・住宅改修費用の助成 

・住宅整備資金の償還利子の補助 

・バリアフリー化への意識啓発 

・市営住宅のバリアフリー化の促進 

・住宅・建築相談事業 

長寿介護課 

障害福祉課 

建築指導課 

住宅課 

③取り組み状況の整理 

 成果指標とした住宅の耐震化率は、2020（令和２）年度に 91.0％と目標に達しませんでし

たが、対象者へダイレクトメール発送や啓発活動を行い、木造住宅無料耐震診断や耐震診断

費用、耐震改修に対する補助を行いました。 

 また、環境にやさしい暮らし方の普及・啓発に努め、太陽光発電システムや燃料電池、リ

チウムイオン蓄電池等への助成制度を継続して行うとともに、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギ

ー・ハウス）や設備の一体的導入の普及を始めることにより、住まいの省エネルギー化やエ

ネルギーの自家消費の促進を図りました。 

高齢者の居住する住宅の一定のバリアフリー化率は、2018（平成 30）年度に 40.7％と目標

には達しませんでしたが、在宅の高齢者・障害者・難病の方が行う段差解消など比較的小規



31 

模な住宅改修に対しての補助や、車いす体験とグループ討議を通して人にやさしいまちづく

りの目的や意義を考えてもらう出前講座を行いました。 

市営住宅においても西口住宅建替事業でバリアフリー化された住戸を整備した結果、成果

指標であるバリアフリー化などに対応した市営住宅の戸数は、目標の 650 戸以上を達成して

います。 

 以上のことから、基本目標１の取り組みはおおむね順調に推進しています。 

【基本目標２】安全で快適に暮らせる ～安全で豊かな住環境の構築～ 

①成果指標                               （ ）内は年度 

指標 計画当初 改訂時 直近実績 目標値 

住宅侵入盗被害の年間件数 
【愛知県警察】

386 件 

（2006～2010

の平均値） 

203 件 

（2012～2016

の平均値） 

160 件 

（2012～2020

の平均値） 

203 件以下 

（2012～2021

の平均値） 

一戸建空家のうち利用目的

のない空家戸数 
【住宅・土地統計調査】

― 
4,160 戸 

（2013） 

5,730 戸 

（2018） 

4,160 戸程度 

（2013 の水準

を維持） 

②施策の取り組み内容 

推進施策 取り組み内容 関係課

災害や犯罪に強い 

地域の形成 

・地域防災力強化推進事業 

・災害対策への意識啓発 

・木造住宅解体費用の助成 

・雨水貯留浸透施設の整備 

・市営住宅での透水性舗装の整備 

・被災後の速やかな住宅復旧に関する取り組み 

・防犯対策に配慮した住環境整備の啓発 

・自主防犯団体活動の促進 

防災危機管理課 

建築物安全推進課 

住宅課 

安全生活課 

地域特性を活かした 

住みやすさの向上 

・土地区画整理事業 

・地区計画制度による環境整備 

・まちづくり景観推進事業 

・水と緑にふれあうまちづくりの推進 

・都市公園整備事業 

区画整理課 

都市計画課 

公園緑地課 

空家等の適切な 

管理の促進と有効活用 

・空家解体促進費補助金 

・空家所有者等に対する指導・助言等 

・空家情報登録制度（空家バンク） 

・空家利活用改修費補助金 

・空家利活用策とのマッチング 

建築物安全推進課 

住宅課 
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③取り組み状況の整理 

防災リーダー養成講座及び防災リーダーフォローアップ講座を開催し、各地域で防災講話

や避難所運営ゲーム（HUG）を使用した訓練を指導することのできる人材を育成しました。ま

た、防犯講座の開催、自治会や商店街が実施する防犯カメラの設置費用の一部助成、自主防

犯団体・子ども見まもり隊にパトロール用品の配布などを行い、成果指標とした住宅侵入盗

被害の年間件数は、2012（平成 24）年度から 2020（令和２）年度までの平均で 160 件となり、

目標を達成しています。 

また、土地区画整理事業を着実に進めるとともに、公園、街路樹及び公園樹の整備を行い、

民有地緑化の助成など住環境の向上に努めました。 

成果指標とした一戸建空家のうち利用目的のない空家戸数は、2018（平成 30）年度に 5,730

戸となっており、同程度の水準を維持するよう設定した 2013（平成 25）年度の 4,160 戸を大

幅に上回っていますが、管理が不適切な空家などの所有者等に対して指導・助言などを行う

とともに、倒壊などの恐れのある危険な空家に対して解体工事費用の一部を助成しました。

また、増加する空家に対して、空家バンクによる利活用を促進したほか、改修費用の一部を

助成しました。 

 以上のことから、基本目標２の取り組みはおおむね順調に推進しています。 

【基本目標３】歩いて暮らせる ～都市構造を活かした住まいの供給～

①成果指標                               （ ）内は年度 

指標 計画当初 改訂時 直近実績 目標値 

中心市街地の人口 
※中心市街地：松葉・松山・新川・八町の

４小学校区人口 

【住民基本台帳】

23,184 人 

（2011） 

22,384 人 

（2016） 

22,518 人 

（2020） 

22,500 人 

（2021） 

駅から１㎞圏内の居住世帯の 

ある住宅の割合 
※駅：JR東海道本線・飯田線、渥美線 

 の各駅及び市電の停留所 

【住宅・土地統計調査】

32.9％ 

（2008） 

25.1％ 

（2013） 

33.9％ 

（2018） 

35.0％ 

（2018） 

②施策の取り組み内容 

推進施策 取り組み内容 関係課

都市拠点における 

住まいの供給促進 

・市街地再開発事業 

・優良建築物等整備事業 

・地域優良賃貸住宅供給促進事業 

まちなか活性課 

住宅課 

地域拠点における 

暮らしの形成 

・適正な土地利用の推進 

・立地適正化計画に即した居住誘導 

・交通結節機能の強化 

・公共交通のネットワーク化 

・地域優良賃貸住宅供給促進事業 

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

都市計画課 

都市交通課 

住宅課 
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③取り組み状況の整理 

中心市街地において豊橋駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発事業及び豊橋駅西口駅前

地区優良建築物等整備事業へ補助を行いました。こうした取り組みの結果、成果指標とした

中心市街地の人口は 22,518 人となり、目標を達成しています。 

 駅から１㎞圏内の居住世帯のある住宅の割合は、2018（平成 30）年度に 33.9％と目標に達

しませんでしたが、曙町松並地区において用途地域を見直し適切な土地利用を図り、新たに

地区計画を定めることで良好な住環境の整備を進めました。さらに、2018（平成 30）年９月

には立地適正化計画を策定・公表し、定住促進事業などにより居住の誘導を図りました。ま

た、豊橋市都市交通計画 2016-2025 に基づき、路線バスの運行に対する補助の実施、渥美線

駅・市電停留場・バス停のサイクル＆ライド駐輪場の整備支援などを行いました。 

 以上のことから、基本目標３の取り組みはおおむね順調に推進しています。 

【基本目標４】安心して暮らせる ～住宅セーフティネットの確立～

①成果指標                               （ ）内は年度 

指標 計画当初 改訂時 直近実績 目標値 

最低居住面積水準未満の世帯の 

割合 
【住宅・土地統計調査】

6.1％ 

（2008） 

8.1％ 

（2013） 

6.9％ 

（2018） 

0％ 

（早期に解消）

高齢者人口に対する高齢者向け 

住まいの割合 
※高齢者向け住まい：サービス付き高齢

者向け住宅、地域優良賃貸住宅、シルバ

ーハウジング、有料老人ホーム、ケアハ

ウス 

【住宅課】

0.7％ 

（2011） 

1.4％ 

（2016） 

1.7％ 

（2020） 

3％ 

（2021） 

市営住宅入居回転率 
※募集対象戸数に対する新規入居戸数の割合

【住宅課】

5.3％ 

（2010） 

6.1％ 

（2016） 

4.5％ 

（2012～2020

の平均値） 

6％ 

（2012～2021

の平均値） 
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②施策の取り組み内容 

推進施策 取り組み内容 関係課 

地域の居住支援機能・
サービスの充実 

・地域密着型サービスの整備 

・介護予防事業 

・高齢者安心生活サポート事業 

・「地域生活」バス・タクシー運行事業 

・一声運動活動 

・緊急通報装置設置事業 

・豊橋市おかえりネットワーク運営事業 

・地域包括支援センターの活動支援 

・障害者相談支援事業 

・子育てプラザ、つどいの広場 

・多文化共生の推進 

長寿介護課 

都市交通課 

障害福祉課 

こども未来館 

多文化共生・国際課 

民間賃貸住宅等への 
入居支援 

・地域優良賃貸住宅供給促進事業 

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

・居住サポート事業 

・住宅確保要配慮者の入居に配慮した民間賃貸住宅の供給促進 

・住情報の一元化 

住宅課 

障害福祉課 

市営住宅の 
機能強化と有効活用 

・市営住宅のあり方の明確化 

・多様なニーズに応じた住戸の提供 

・最適な入居者の募集方法の実施 

・期限付き入居の実施 

・入居承継制度の見直し 

・収入超過者への対応の強化 

・債権管理の徹底 

・家賃制度の見直し 

・最適な管理運営方法の実施 

・コミュニティ形成の支援 

・住宅設備の改善 

・地域資源としての生活支援施設等の検討・整備 

・市営住宅ストック総合活用計画によるストックの有効活用 

住宅課 

③取り組み状況の整理 

成果指標とした最低居住面積水準未満の世帯の割合は早期解消を目指していますが、2018

（平成 30）年度時点で 6.9％です。また、高齢者人口に対する高齢者向け住まいの割合も 2020

（令和２）年度時点では 1.7％と、目標と開きがあります。しかし、民間賃貸住宅等への入居

支援のため、セーフティネット住宅登録手続き、高齢者の居住の安定確保のため地域優良賃

貸住宅への家賃補助を行いました。 

また、居住支援の充実として、市内５地区における「地域生活」バス・タクシー運行事業の

実施、独居高齢者や高齢者世帯を訪問しての一声運動の推進、おかえりネットワーク運営事

業における発見活動協力員数 5,000 人以上の登録など安否確認につながる高齢者支援の強化

を図りました。外国人情報窓口や 2019（令和元）年度に開設した豊橋市外国人総合相談窓口

（インフォピア）では、外国人へのサポートを行いました。 

市営住宅の入居回転率の平均値は 4.5％と目標に達していませんが、屋上防水改修やエレ

ベーター改修、浴槽・給湯器の設置などを実施することで市営住宅の長寿命化と入居者の利

便性の向上を図りました。また、入居承継制度を見直すことで住宅に困窮している方の住居

確保を行うことができ、家賃収納率は毎年 99％以上を達成しています。 

 以上のことから、基本目標４の取り組みは順調に推進しています。 
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５ 住まい・暮らしを取り巻く主要課題 

１ 住まいの維持と性能の向上 

【住まいの耐震化】 

本市は愛知県の太平洋沿岸に位置し、南海トラフ地震の防災対策推進地域に指定さ

れており、地震による災害を念頭においた住まいづくりをしていくことが重要となっ

ています。 

本市の住宅の耐震化率は、91.0％となっています。耐震化への実施意向はあるもの

の、住宅そのものへの対策は費用がかかることから、家具の転倒防止など比較的安価

で手軽にできる対策が多くなっています。 

各地での大規模地震の発生や南海トラフ地震の予測により、市民の防災意識は高ま

っていますが、耐震化の実績は伸び悩んでいます。新耐震基準を満たしていない住宅

などは地震の際に倒壊する恐れがあり危険なため、耐震診断の効果的な啓発及び耐震

診断の結果に対するフォローアップなどの支援をさらに進めていくことが必要です。 

【住まいの省エネルギー化と長寿命化】 

気候変動問題に対処していくためには、太陽光発電システムなどの環境に配慮した

設備の導入や、今ある住まいに長く住み続けることが効果的です。しかし、本市にお

ける太陽熱利用や太陽光発電、二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓といった環境に

配慮した住宅設備の状況は、最大でも 13.8％にとどまっています。 

そのため、脱炭素社会の実現に向けて環境に配慮した設備の導入や省エネ性能の高

い住宅の普及を図るとともに、長く住み続けられる住宅の普及を図ることが必要です。 

【住まいのバリアフリー化】 

本市における手すり設置や段差解消など、高齢者等に配慮した設備のある住宅の割

合は 48.1％と、県の 51.8％よりも低いです。 

また、高齢者は今後も増加すると考えられることから、段差を解消したり、手すり

を設置したりといった住まいのバリアフリー化を進めていくことが望まれています。

住まいのバリアフリー化は、高齢者や障害者の方だけではなく、子どもや妊婦、一時

的に怪我をしている方などすべての人が安心して暮らすためのものであり、事故を防

止する効果もあります。 

そのため、誰もが安心して安全に暮らせるように、段差解消などの住宅改修費用助

成制度の周知徹底やバリアフリー化への意識啓発を推進していくことが必要です。 
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【マンションの管理適正化及び再生円滑化の推進】 

マンションでは、築年数の経過に伴い構造体や設備が劣化していくため、適切に修

繕や改修を行う必要があります。しかし、全国的に老朽化や管理組合の担い手不足が

顕著なマンションが急増する見込みであり、本市においても、今後このような状況に

なることが予測されます。 

2020（令和２）年６月にマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンシ

ョンの建替え等の円滑化に関する法律が改正されました。 

マンションの管理状況、建物・設備の老朽化や区分所有者等の高齢化の状況等を踏

まえて、マンション管理の適正化の推進のための施策を講じていく必要があります。

また、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取り組みを強化し

ていくことも必要です。 

【新型コロナウイルス感染症拡大に伴う新しい生活様式への対応】 

2019（令和元）年 12 月に海外で確認された新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、

新しい生活様式への対応が求められており、テレワークなどの働き方が推進されてい

ますが、ワークスペースや通信環境の確保などの環境が整っていません。 

住まいや暮らしに関わる団体・事業者へのアンケート調査においても、自宅で過ご

す時間が長くなるにつれ、住まいニーズの多様化が進んでいくと予想されるとの意見

があり、今後も変化するニーズに対応していく必要があります。 

２ 快適な住環境の構築 

【防災・防犯対策の強化】 

本市には、未接道または幅員４ｍ未満の道路に接続している住宅、いわゆる接道不

良の住宅が 30.2％あります。 

市民意識調査において、周辺環境としては、歩行者の安全性、地震・火災・風水害

等からの安全性、犯罪発生に対する安心で満足度が低く、市に期待する施策としても、

生活道路などの住環境整備や防災対策が最も多く挙げられています。 

そのため、防災リーダーの活用推進、自主防災組織の強化・育成などの防災対策や

自主防犯活動などの防犯対策を引き続き支援し、より安全な暮らしの形成を推進して

いくことが必要です。また、激甚化・頻発化する自然災害に対し、安全・安心な住環

境を確保するため、水災害をはじめとする災害リスクを考慮した居住の誘導が必要で

あるとともに、狭あい道路の改善など住環境の整備を行っていくことも必要です。 
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【自然に囲まれたここちよい環境の形成】 

近年の全国的な傾向として、物質的な豊かさよりも、ゆとりややすらぎといった心

の豊かさが求められるようになり、その地域に根ざした歴史や風土、文化といったも

のが重要視されるようになってきています。 

市民意識調査において、周辺環境としては自然の豊かさの満足度が高くなっており、

本市の自然の豊かさが魅力の一つであると認識しています。また、市に期待する施策

として魅力的なまち並み・景観の保全・創造が挙げられています。 

そのため、自然や歴史・文化と調和した美しく地域らしい景観の形成や自然と親し

む場の保全・創造により、ゆとりと潤いを感じられるここちよい環境の形成を推進し

ていくことが必要です。 

【空家等の適切な管理と利活用の促進】 

2018（平成 30）年度に実施された住宅・土地統計調査によると、本市の空家状況は、

空家数約 21,500 戸、空家率 12.9％であり、全国の状況 13.6％より低い空家率となっ

ています。 

  人口減少など社会構造の変化により、今後さらに空家が増加することが予想される

中、空家の発生を予防するとともに、空家の適切な管理の促進及び空家の有効活用を

図ることが必要です。 

【子育てしやすい住環境の充実】 

 本市の年少人口は減少しており、今後も少子化は進行すると予測されています。 

市民意識調査において、市に期待する施策として子育て世帯への居住支援が挙げら

れています。 

  そのため、安心して子育てができるような住まい、住環境を充実させることが必要

です。 

３ まとまりのある都市づくりに合わせた住まいの供給 

【都市づくりに合わせた暮らしの形成】 

2021（令和３）年に改定した都市計画マスタープランでは、立地適正化計画で定め

る居住の誘導方針を示し、将来にわたり都市機能を維持できるよう、中長期的に居住

の誘導を図ることとされています。 

  今後、人口減少が進めば、一定の人口密度に支えられてきた商業、医療、福祉とい

った生活サービスの提供が困難になる恐れがあります。 

  そのため、まとまりのある都市づくりを推進するとともに、都市づくりに合わせた

居住の誘導などが必要となります。 
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【都市拠点における住まいの供給】 

本市の都市計画マスタープランにおいて、豊橋駅周辺の都市拠点では、多様な世代

やライフスタイルに応じた居住の場を確保し、にぎわいと活気に満ちた東三河の中心

にふさわしい拠点の形成を図ることとしています。しかし、中心市街地の人口は 2018

（平成 30）年以降減少しており、高齢化率は高くなってきています。 

そのため、さまざまな世代がまちなか居住を選択できるような住まいの供給が必要

です。 

【地域拠点における住まいの供給】 

本市の都市計画マスタープランにおいて、都市拠点のまわりに位置する地域拠点で

は、日常生活に必要な機能の集積や維持を図り、便利で快適に暮らせるよう生活圏の

中心となる拠点の形成を図ることとしています。 

市民意識調査においても、住宅を選択する条件として立地の利便性が重視されてい

ます。 

そのため、日常生活に必要な機能が集積するなど、利便性の高い地域拠点への住ま

いの供給が必要です。 

４ 住宅セーフティネットの促進 

【福祉部局などとの連携】 

今後も増加すると見込まれる高齢者をはじめ、障害者や低所得者、子育て世帯など

住宅の確保に配慮が必要な市民は多様化しています。また、公営住宅においても入居

者の高齢化が進んでいるため、福祉面での支援の必要性も高まってきています。 

そのため、高齢者や障害者等の暮らしを支えるために、福祉部局などとの情報の共

有や連携した取り組みをさらに強化していくことが必要です。 

【民間賃貸住宅市場における住宅セーフティネットの促進】 

本市の高齢者は、年々増加しています。また、外国人登録者数は 2015（平成 27）年

までは減少傾向でしたが、2016（平成 28）年から増加に転じ、現在１万９千人弱の外

国人が居住しています。しかし、高齢者や外国人が新たな住まいを探す際、保証人問

題や緊急時の対応、近隣住民とのトラブル発生等の懸念により、民間賃貸住宅への入

居を制限されたりするケースが見られます。 

そのため、住宅確保要配慮者に対して、民間賃貸住宅に円滑に入居できるような情

報の提供や入居の支援に努めていくことが必要です。また、空室情報を庁内でも共有

し、住宅確保要配慮者の居住支援につなげていくことが必要です。 
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【市営住宅を活用した適切な住宅セーフティネットの促進】 

市営住宅入居者の状況は、65 歳以上の高齢者のいる世帯が 55.0％、外国籍の入居者

がいる世帯が 22.0％となっています。 

また、2021（令和３）年４月１日現在 3,851 戸の市営住宅を管理していますが、1981

（昭和 56）年の新耐震基準以前に建設された住戸が 44.2％となっており、建て替え対

象となる耐用年限の 1/2 を超える住宅は、2021（令和３）年度には 61.5％（2,367 戸）

という状況です。 

こうした状況を踏まえ、市営住宅の入居管理の適正化に努め、住宅セーフティネッ

トの中核を担う市営住宅の機能を確保するとともに、人口減少を見据えた適切な管理

戸数への縮減及びストックの有効活用を図ることが必要です。 
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第３章 市営住宅の需要量と供給目標量 
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市営住宅の需要量と供給目標量 

需要量として公的支援が必要な世帯数等を推計し、市営住宅の供給目標

量等を設定します。

１ 要支援世帯数の見通し

（１）公的支援が必要な世帯（要支援世帯）の推計方法 

公営住宅の需要量として、市場において自力では適正な水準の住宅を適正な負担で確保

することが困難と見込まれ、公的な支援が必要な要支援世帯数を推計します。

具体的には国の住生活基本計画に基づくフロー推計により、民間賃貸住宅に居住する世

帯のうち、公営住宅の入居資格を有する世帯について、年収・居住水準に対する家賃の負

担率等から住宅の困窮状況を区分することにより、10 年後における要支援世帯数の推計を

行います。

≪フロー推計≫ 

※1 最低居住面積水準：世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積

に関する水準

※2 著しい困窮年収未満：公営住宅の施策対象（Ｐ20の収入分位Ⅰ～Ⅵの階層）の世帯のうち、自力では

最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収

※3 高家賃負担率：当該地域の年収 200 万円以下の世帯のうち民営借家居住世帯における平均家賃負担率

要支援世帯

2021 年度世帯数 今後 10 年間の増加世帯数 

収入基準等

10 年後世帯数 

＋

著しい困窮年収

未満 未満 以上 以上
住まいが最低居住

面積水準 (※1) 

未満 以上 未満 以上

公営住宅入居資格世帯

年収や居住面積により４つに区分

うち、高家賃負担率(※3)以上の世帯 

（１） （３） （２） （４）

(※2) (※2) 
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（２）要支援世帯の類型と推計結果 

10 年後における要支援世帯数は、3,685 世帯と推計されます。

≪要支援世帯の推計結果≫

２ 市営住宅の供給目標量 

要支援世帯 3,685 世帯を 2021（令和３）年度における市営住宅と県営住宅の管理戸数比

率を基に按分し、市営住宅による支援が必要な世帯を推計することにより、今後 10 年間の

市営住宅供給目標量を設定します。

項目 市営 県営 市営＋県営 

管理戸数（戸） 3,851 2,575 6,426

管理戸数比率（％） 59.9 40.1 100

公営住宅需要量（要支援世帯）（戸） 2,207 1,478 3,685

市営住宅の今後 10 年間の供給目標量 ＝ 2,207 戸 ≒ 2,200 戸 

市営住宅の供給目標量 年平均 220 戸（今後 10年間） 

※4 供給目標量：既存の市営住宅の入居募集や建て替え等に伴い新たな入居希望者に提供することの

できる戸数を指し、実際に市営住宅として管理する戸数や新たに整備が必要な戸数

とは異なる

供給目標量は、年平均 220 戸としますが、時々の社会情勢や民間賃貸住宅の供給量を考

慮しつつ、適切な供給量の確保に努めます。

(※4) 
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３ 市営住宅の目標管理戸数 

公営住宅等の需要の見通しとして、公営住宅等長寿命化計画策定指針に基づくストック

推計を行い、10年後の著しい困窮年収未満の世帯数を推計します。これにより、10年後の

需要は現在の約 94％となります。現在、管理戸数は 3,851 戸であるので、目標管理戸数は

約 3,620 戸となります。 

 一方、過去５年間（2016（平成 28）年度から 2020（令和２）年度）の年間平均退去戸数

は約 210 戸でした。今後もほぼ同等で推移するものとし、これを修繕して貸し出すものと

します。年間供給目標量 220 戸に対し、退去部屋を修繕して貸し出ししても不足する戸数

は、10 年間で 100 戸となりますが、空部屋を修繕して貸し出すことにより補います。空部

屋は 2020（令和２）年度末で約 400 戸あり、修繕して貸し出す 100 戸を差し引いても約 300

戸が残ることから、年間供給目標量を維持しながら 10 年後の管理戸数を 3,620 戸に減らす

ことは可能であり、市営住宅の適正な経営を維持していくためには規模のスリム化が必要

であると考えます。 

そのため、10 年後の目標管理戸数はストック推計で算出された 3,620 戸とします。 

≪市営住宅管理戸数状況≫ 

現在 空部屋  

約 400 戸 

管理戸数 3,851 戸 

10 年後 
空部屋から縮減  

約 230 戸 

空部屋 

残り約 70戸 

目標管理戸数 3,620 戸

現在の 94％に縮減 

空部屋を修繕して貸し出し：年間 10戸 

（10年間で 100 戸）＋ 退去部屋を修繕して貸し出し：年間 210戸 

年間供給目標量：220 戸 



45 

第４章 基本理念と基本目標 



46 

４ 
基本理念と基本目標 

今後の住宅政策を総合的かつ計画的に推進するための基本理念と基本目

標を設定します。

１ 基本理念

本市では、第６次豊橋市総合計画でまちづくりの基本理念を「私たちがつくる 未来

をつくる」とし、目指すまちの姿である「未来を担う 人を育むまち・豊橋」の実現に

向けて、支え合いながら安心して暮らせるまちづくりを進めています。

本計画では、総合計画で掲げられている基本理念や目指すまちの姿の実現を住まいや

暮らしの側面から支えるために、基本理念を「未来へつなぐ 住まいと暮らし」と掲げ

ます。

豊橋で暮らしてみたい、暮らし続けたいと思える魅力的なまちにしていくためには、

私たち一人ひとりが主体となって、ともに住みよいまちづくりに参加していく必要があ

ります。

そのためには、私たちの生活の場である住まいをよりよいものとして、子や孫の世代

まで住み継がれるような住宅にしていくことが大切です。また、多様な世代や地域コミ

ュニティなどさまざまなパートナーとともに、私たちが住んでいる地域をより快適で、

より安全に、かつ安心して暮らし続けられるまちとしてつくり上げ、未来へつないでい

くことも大切です。

本計画では、市民、地域、事業者及び行政などが一体となって連携しながら「未来へ

つなぐ 住まいと暮らし」の実現を目指します。 

2015（平成 27）年９月に、人々の暮らしを保障しながら、平和と地球環境を永続させ

るべく、国連によって SDGs が採択されました。SDGs の目標でもある持続可能なまちづ

くり、安心・安全に暮らし続けることができる住環境づくりを推進していきます。

未来へつなぐ 住まいと暮らし 



47 

House

２ 基本目標

主要課題の解決に向けた住宅施策を推進していくために、基本理念の「未来へつなぐ 住

まいと暮らし」に基づき４つの基本目標を設定します。

基本目標１  永く暮らす ～住まいの維持と性能の向上～ 

耐震化やバリアフリー化及び省エネルギー設備の導入など環境にやさしく長く住める

優良な住宅づくりを促進するとともに、マンションにおいても適正な管理を推進し、住

み継がれ、永く暮らせる住まいづくりを推進します。

基本目標２  安全で心豊かに暮らす ～快適な住環境の構築～ 

災害に強く犯罪が少ない地域づくりや、子育てしやすい環境づくりを推進するととも

に、美しい景観の維持・形成や自然と親しむ場の保全・創造により、安全で心豊かに暮

らせる住環境を構築します。

基本目標３  便利に暮らす ～まとまりのある都市づくりに合わせた住まいの供給～ 

鉄道や路面電車、路線バスなど公共交通の利便性が高い都市拠点や、日常生活に必要

な店舗や病院が集まる地域拠点を中心に、優良な住宅の供給を促進し、快適に暮らせる

居住環境の形成を図ります。

基本目標４  安心して暮らす ～住宅セーフティネットの促進～ 

高齢者、障害者、外国人、子育て世帯など、住宅の確保に配慮が必要な人に対して、

福祉施策をはじめさまざまな施策分野と連携して総合的な施策展開をするとともに、市

営住宅の適正管理と活用に努め、誰もが安心して暮らせる住環境づくりを推進します。

Town

City

Soft
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３ 計画の体系 

基本理念 

基本目標 

施策の 

展開方向 

重点 

プロジェクト 

未来へつなぐ 住まいと暮らし

≪１≫ 

永く暮らす 

～住まいの維持と

性能の向上～ 

≪２≫ 

安全で心豊か

に暮らす 

～快適な住環境の

構築～ 

≪３≫ 

便利に暮らす 

～まとまりのある

都市づくりに合わ

せた住まいの供給

～ 

≪４≫ 

安心して暮らす 

～住宅セーフティネ

ットの促進～ 

④
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
適
正
化
及
び
再
生
円
滑
化
の
推
進

③
住
ま
い
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
促
進

②
住
ま
い
の
脱
炭
素
化
の
促
進

①
住
ま
い
の
耐
震
化
の
促
進

④
子
育
て
し
や
す
い
住
環
境
の
充
実

③
空
家
等
の
適
切
な
管
理
と
利
活
用
の
促
進

②
自
然
に
囲
ま
れ
た
環
境
の
形
成

①
災
害
や
犯
罪
に
強
い
地
域
の
形
成

③
地
域
拠
点
に
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け
る
住
ま
い
の
供
給
促
進

②
都
市
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に
お
け
る
住
ま
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進

①
都
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く
り
に
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の
形
成

③
市
営
住
宅
の
有
効
活
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と
適
正
管
理

②
民
間
賃
貸
住
宅
等
へ
の
入
居
促
進

①
地
域
の
居
住
支
援
機
能
・
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

１ 市営住宅の有効活用 

２ 居住支援の充実 

３ 居住誘導区域への定住促進 
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第５章 施策の展開方向と成果指標 
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５ 
施策の展開方向と成果指標 

各基本目標を実現するために必要な施策の展開方向と目標の達成状況

の評価を示すための成果指標を示します。

１ 基本目標１ 永く暮らす ～住まいの維持と性能の向上～ 

（１）施策の展開方向 

展開方向

１ 住まいの耐震化の促進 

２ 住まいの脱炭素化の促進 

３ 住まいのバリアフリー化の促進 

４ マンションの管理適正化及び再生円滑化の推進 

（２）成果指標                                           （ ）内は年度

成果指標 現状値 目標値

住宅の耐震化率 

【建築物耐震改修促進計画】 

91.0％ 

（2020） 

95％以上 

（2026） 

ZEH への補助金累計件数 

【地球温暖化対策地域推進計画】 

95 件 

（2020） 

840 件 

（2030） 

バリアフリーに対応した市営住宅の割合 

【第６次総合計画】 

22.8％ 

（2020） 

33.4％ 

（2026） 

「成果指標」の目標値について 

   2026 年の目標値については、関連計画等の直近の目標値から推計または推定して記載 

「具体的な取り組み」の表中の凡例について 

「◎」  新規で行う取り組み

「○」  既に行っているが、本計画に新たに掲載する取り組み
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施策の展開方向１ 住まいの耐震化の促進 

① 住まいの耐震化の促進 

建築物耐震改修促進計画に基づき住まいの耐震診断・耐震改修を促進するとともに、

パンフレット配布やインターネットによる情報発信等により耐震化の普及・啓発に努

めます。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 住まいの耐震化の促進

耐震診断事業 木造住宅無料耐震診断の実施及び非木造住宅耐震診断費用の

一部を助成します。 

耐震改修補助事業 木造住宅の耐震改修費用の一部を助成します。 

耐震化の普及・啓発 パンフレット配布やインターネットによる情報発信とともに、

住宅所有者に対し個別訪問を行います。 

木造住宅解体費用の

助成 

一定の条件を満たす木造住宅の解体費用の一部を助成します。 

住宅・建築相談事業 建築士、土地家屋調査士の協力による住まいに関する無料相談

を開催します。 

◎ 
住宅に関する支援制

度等の情報提供 

住宅に関する支援制度等についての情報を集約し、発信しま

す。 
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施策の展開方向２ 住まいの脱炭素化の促進 

① 住まいの省エネルギー化の促進

太陽光発電システムやリチウムイオン蓄電池の設置等を促進し、省エネルギー・省

資源に配慮した住まいの普及を図るとともに、脱炭素化に向けて環境にやさしい暮ら

し方の普及・啓発に努めます。

② 住まいの長寿命化の促進 

長く住み続けられる長期優良住宅の普及・啓発に努めます。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 住まいの省エネルギー化の促進

家庭用エネルギー設

備等導入費補助事業 

太陽光発電システムやリチウムイオン蓄電池、ZEH 住宅など、

環境に配慮した設備の個人設置者に対して費用の一部を助成

します。 

環境にやさしい暮ら 

し方の普及・啓発 

イベントや広報とよはしによる情報発信等を行います。 

◎ 
市営住宅の省エネル 

ギー化の推進 

市営住宅の建て替えに伴い太陽光パネルを設置するなど、省エ

ネルギー化を推進します。 

◎ 

住宅に関する支援制

度等の情報提供 

【再掲】 

住宅に関する支援制度等についての情報を集約し、発信しま

す。 

② 住まいの長寿命化の促進

長期優良住宅の普及 

・啓発 

パンフレット配布やインターネットによる情報発信等を行い

ます。
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施策の展開方向３ 住まいのバリアフリー化の促進 

① 住まいのバリアフリー化の促進 

住宅改修費補助制度を普及・促進し、住み慣れた住まいで暮らし続けられるように

努め、市営住宅においては建て替えに伴いバリアフリー化を実施します。また、住ま

いに関する相談窓口を充実・普及させ、市民の方が気軽に相談できる体制を整えます。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 住まいのバリアフリー化の促進

住宅改修費用の助成 障害者等のための住宅改修費用の一部を助成します。 

バリアフリーの普及 

・啓発 

人にやさしいまちづくり塾の開催等による普及・啓発を行いま

す。 

市営住宅のバリアフ

リー化の推進 

市営住宅の建て替えに伴いバリアフリー化を推進します。 

住宅・建築相談事業 

【再掲】 

建築士、土地家屋調査士の協力による住まいに関する無料相談

を開催します。 

◎ 

住宅に関する支援制

度等の情報提供 

【再掲】 

住宅に関する支援制度等についての情報を集約し、発信しま

す。 

施策の展開方向４ マンションの管理適正化及び再生円滑化の推進 

① マンションの管理適正化及び再生円滑化の推進 

マンション管理適正化推進計画の策定、管理計画認定及びマンション管理について

の情報発信等の意識啓発を行い、マンション管理の適正化を推進します。また、再生

円滑化については、情報の収集及び発信に努めます。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① マンションの管理適正化及び再生円滑化の推進

◎ 
マンション管理適正

化推進計画の策定 

マンション管理適正化の推進を図るための施策に関する事項

等を定める計画を策定します。 

◎ 
マンション管理計画

の認定 

一定の基準を満たすマンション管理計画の認定制度を構築し、

市場における評価と管理水準の維持向上を図ります。 

◎ 
マンション管理の意

識啓発 

マンション管理や再生についての情報発信やセミナー等の開

催により、マンション管理の意識啓発を図ります。 
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２ 基本目標２ 安全で心豊かに暮らす ～快適な住環境の構築～ 

（１）施策の展開方向 

展開方向

１ 災害や犯罪に強い地域の形成 

２ 自然に囲まれた環境の形成 

３ 空家等の適切な管理と利活用の促進 

４ 子育てしやすい住環境の充実 

（２）成果指標                                           （ ）内は年度

成果指標 現状値 目標値

無施錠による盗難被害件数及び盗難被害件数に 

占める無施錠率（集計期間：１～12 月） 

【安全で安心なまちづくり行動計画】 

315 件 

62.7％ 

2020 年 

250 件以下 

55％以下 

2026 年 

空家等データベースに登録された空家等のうち、

管理が不適切なものの件数 

【空家等対策計画】 

121 件 

（2020） 

50 件 

（2026） 

のびるん de スクール登録児童割合 

【第６次総合計画】 

25.8％ 

（2020） 

 50％以上 

 （2026） 
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施策の展開方向１ 災害や犯罪に強い地域の形成 

① 災害に強いまちづくりの推進

ハザードマップなどの周知や防災知識の普及・啓発に努め、地域の防災力の強化等

による災害被害の軽減を図ります。

② 犯罪の少ないまちづくりの推進 

地域に配慮した防犯対策の啓発や自主防犯団体活動の活発化により、安心・安全な

暮らしを支援します。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 災害に強いまちづくりの推進

地域防災力強化推進

事業 

危険箇所等の検証や防災リーダーの養成等により地域防災力

を強化します。 

災害対策の普及・啓

発 

ハザードマップなどの周知や防災知識を普及・啓発します。 

雨水貯留浸透施設・

透水性舗装の整備 

市営住宅の建て替えに伴い雨水貯留浸透施設や透水性舗装を

整備します。 

被災後の速やかな住

宅復旧に関する取り

組み 

被災者の生活安定や、震災後の迅速な復旧を図るため、応急仮

設住宅の建設などに関する事前の取り組みを進めます。 

② 犯罪の少ないまちづくりの推進

地域に配慮した防犯

対策の啓発 

高齢者等対象者に合わせた防犯教育講座等を開催します。 

自主防犯団体活動の

促進 

防犯活動で使用できる帽子やタスキ等のパトロール用品の配

布などにより地域の自主防犯活動を促進します。 

◎ 
防犯まちづくりの推

進 

地元自治会等と連携し、地域の実情に応じたきめ細やかな防犯

対策を進めていきます。 

◎ 
特殊詐欺対策の推進 特殊詐欺の未然防止として、迷惑電話に対する対策等を講じて

いきます。 
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施策の展開方向２ 自然に囲まれた環境の形成 

① 緑と調和のとれた住環境の形成 

景観に配慮した公共事業の実施や景観形成地区制度によるまち並み景観整備によ

り、調和のとれた美しい景観形成を図ります。また、河川やため池等の水辺環境の適

切な保全や公園・緑地の充実等により緑と調和のとれた住環境の形成を図ります。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 緑と調和のとれた住環境の形成

土地区画整理事業 宅地と道路や公園等の公共整備を一体的に行い、宅地の利用増

進を図ります。 

地区計画制度による

環境整備 

一定の区域を対象に土地利用や建築物などに関する基準を定

め、良好な地区環境の形成を図ります。 

まちづくり景観推進

事業 

景観法の届出制度等を活用した規制・誘導を行うとともに、景

観計画の指針に沿った事業を推進します。 

水と緑にふれあうま

ちづくりの推進 

水辺環境の充実や街路樹の整備を推進するとともに、民有地緑

化に助成します。 

都市公園整備事業 景観・防災・環境保全等の機能を併せ持つ都市空間を整備しま

す。 
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施策の展開方向３ 空家等の適切な管理と利活用の促進 

① 空家等の適切な管理の促進

周辺環境に悪影響を及ぼす恐れのある空家等を発生させないように空家所有者等

への支援・啓発を行い、空家等の適切な管理を促進します。

② 利活用可能な空家等の有効活用 

利活用が可能な空家等の有効活用を図ります。

【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 空家等の適切な管理の促進

空家所有者等に対す

る指導・助言 

管理が不適切な空家の所有者等に対する指導・助言や必要に応

じた法的措置等を実施します。 

空家解体促進費補助

事業 

倒壊等の恐れのある危険な空家の解体工事費用の一部を助成

します。 

② 利活用可能な空家等の有効活用

空家情報登録制度

（空家バンク） 

売買及び賃貸借を希望する空家の情報を集約・発信することで

空家の利活用を促進します。 

空家利活用改修費補

助事業 

空家バンクに登録された物件の改修工事費用の一部を助成し

ます。 

空家利活用等の検討 空家の利活用手法として、地域づくりに資する使い方を検討し

ていきます。 
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施策の展開方向４ 子育てしやすい住環境の充実 

① 子育てにやさしいまちづくりの推進

子育て世帯の住宅に対する支援や、地域で子育て世帯の安心した暮らしを支えるた

め、各種情報提供や交流の場を設けるほか、放課後の各事業を連携して実施するなど、

子育てにやさしいまちづくりの推進を図ります。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 子育てにやさしいまちづくりの推進

子育て世帯向け市営

住宅の供給 

小学校就学前の子どもを持つ世帯に対し、入居期間を子の義務

教育期間に限定した子育て世帯向け市営住宅を提供します。 

○ 

歩いて暮らせるまち

区域定住促進補助事

業 

歩いて暮らせるまち区域内で新たに家屋を取得し、居住する人

を対象に補助金を交付します。また補助対象者の世帯に中学生

以下の子どもがいる場合、子育て奨励金を交付します。 

子育て世帯への交流 

の場の提供 

子育てプラザ、地域子育て支援センター、つどいの広場、ここ

にこサークルなどの子とその保護者が気軽に集い、自由に遊

び・ふれあい・情報交換のできる交流や相談できる場を提供し

ます。 

○ 

放課後活動の充実 児童クラブ、放課後子ども教室、のびるん de スクールを一体 

的に連携して実施することにより、すべての児童が安全で安心

して、充実した放課後を過ごすことができる場を提供します。



59 

３ 基本目標３ 便利に暮らす ～まとまりのある都市づくりに合わせた住まいの供給～ 

（１）施策の展開方向 

展開方向

１ 都市づくりに合わせた暮らしの形成 

２ 都市拠点における住まいの供給促進 

３ 地域拠点における住まいの供給促進 

（２）成果指標                                           （ ）内は年度

成果指標 現状値 目標値

中心市街地の人口 

※中心市街地人口：中心市街地の区域に属する 37

行政町別人口の合計 

【中心市街地活性化基本計画】 

9,779 人 

（2020） 

10,500 人以上 

（2026） 

居住誘導区域内人口の割合 

【都市計画マスタープラン】

70.5％ 

（2020） 

72.1％ 

（2026） 
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施策の展開方向１ 都市づくりに合わせた暮らしの形成 

① まとまりのある都市づくりの推進

土地利用の規制や誘導策により市街地の集約化を図るとともに、都市拠点と地域拠

点とを結ぶ公共交通幹線軸などの形成や交通結節機能を高めることにより、まとまり

のある都市づくりを推進します。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① まとまりのある都市づくりの推進

適正な土地利用の推進 土地利用の規制や誘導策により市街地の集約化を図り、都市

機能の分散立地や虫食い的な市街化を抑制します。 

立地適正化計画に即し

た居住促進 

居住誘導区域への居住の誘導を促進します。 

○ 

歩いて暮らせるまち区

域定住促進補助事業 

      【再掲】 

歩いて暮らせるまち区域内で新たに家屋を取得し、居住する

人を対象に補助金を交付します。また補助対象者の世帯に中

学生以下の子どもがいる場合、子育て奨励金を交付します。 

公共交通幹線軸などの

強化 

路線バスの高規格化や、路面電車・渥美線の機能の維持・強

化を図るとともに、公共交通の利便性を高めます。 

交通結節機能の強化 交通結節点へのアクセス性の向上やその周辺のまちづくり

との連携を図るとともに、乗換機能の強化を進めます。 

施策の展開方向２ 都市拠点における住まいの供給促進 

① 都市拠点における優良な住まいの供給促進

都市拠点において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ること

により、まちなか居住を促進します。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 都市拠点における優良な住まいの供給促進

立地適正化計画に即し

た居住促進【再掲】 

居住誘導区域への居住の誘導を促進します。 

○ 

歩いて暮らせるまち区

域定住促進補助事業 

     【再掲】 

歩いて暮らせるまち区域内で新たに家屋を取得し、居住する

人を対象に補助金を交付します。また補助対象者の世帯に中

学生以下の子どもがいる場合、子育て奨励金を交付します。 

再開発事業の促進 都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能

の更新を図る事業を促進します。 

地域優良賃貸住宅整備 

・供給促進事業 

利便性の高いエリアに高齢者等の入居に配慮した地域優良

賃貸住宅の整備・供給を促進します。 

サービス付き高齢者向

け住宅の供給促進と適

正な管理 

ケア機能を併せ持つサービス付き高齢者向け住宅の供給及

び適正な管理を促進します。 
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施策の展開方向３ 地域拠点における住まいの供給促進 

① 地域拠点における優良な住まいの供給促進

地域拠点において、ケア機能を併せ持つサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進

し、利便性の高い地域への住み替えを誘導します。さらに、立地適正化計画における

都市機能誘導区域・居住誘導区域への居住誘導を促進します。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 地域拠点における優良な住まいの供給促進

サービス付き高齢者向

け住宅の供給促進と適

正な管理【再掲】 

ケア機能を併せ持つサービス付き高齢者向け住宅の供給及

び適正な管理を促進します。 

立地適正化計画に即し

た居住促進【再掲】 

居住誘導区域への居住の誘導を促進します。 

○ 

歩いて暮らせるまち区

域定住促進補助事業 

     【再掲】 

歩いて暮らせるまち区域内で新たに家屋を取得し、居住する

人を対象に補助金を交付します。また補助対象者の世帯に中

学生以下の子どもがいる場合、子育て奨励金を交付します。 
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４ 基本目標４ 安心して暮らす ～住宅セーフティネットの促進～ 

（１）施策の展開方向 

展開方向

１ 地域の居住支援機能・サービスの充実 

２ 民間賃貸住宅等への入居促進 

３ 市営住宅の有効活用と適正管理 

（２）成果指標                                           （ ）内は年度

成果指標 現状値 目標値

セーフティネット住宅の登録戸数 
3,758 戸 

（2020） 

4,600 戸 

（2026） 

市営住宅の管理戸数 
3,851 戸 

（2020） 

3,620 戸 

（2031） 
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施策の展開方向１ 地域の居住支援機能・サービスの充実 

① 地域に密着した居住支援の推進

介護予防や高齢者の生活サポートの充実に努めるとともに、公共交通空白地域にお

ける高齢者等の日常生活に必要な移動手段の確保に努め、住み慣れた地域での暮らし

を支援します。

② 安否確認システムの強化 

高齢者等の孤立や孤独死を防ぐための一声運動活動の充実、緊急通報装置の設置及

び緊急時に迅速な対応のできる体制の整備推進など安否確認システムの強化を図り

ます。

③ 相談体制・情報提供等の充実 

住み慣れた地域や自宅での暮らしを継続できるように、地域包括支援センターや障

害者相談支援センターの活動を支援し、地域で気軽に相談できる体制の充実に努めま

す。また、外国人への相談体制・情報提供の充実を図り、暮らしに関連するさまざま

なルールやマナーの普及・啓発に努めます。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 地域に密着した居住支援の推進

介護予防事業 フレイル予防や運動機能・口腔機能の向上などを目的とした介

護予防教室を開催します。 

高齢者安心生活サポ

ート事業 

生活・介護支援サポーターが１人暮らし高齢者世帯の見守りや

話し相手になるなど、安心した暮らしの支援を行います。 

「地域生活」バス・

タクシー運行事業 

公共交通空白地域において、地域の特性に応じた移動手段を確

保するため、地域住民が主体となったコミュニティバス（「地

域生活」バス・タクシー）を運行します。 

② 安否確認システムの強化

一声運動活動 老人クラブの会員が一声運動として高齢者宅を訪問し、高齢者

の孤立を防ぐとともに仲間づくりへと繋げます。 

緊急通報装置設置事

業 

緊急通報装置の設置と緊急事態に迅速な対応が可能な体制を

整備します。 

豊橋市おかえりネッ

トワーク運営事業 

協力事業者や協力員として登録した市民と連携して情報共有

することで、認知症高齢者等の行方不明における早期発見を図

ります。 

③ 相談体制・情報提供等の充実

地域包括支援センタ

ーの活動支援 

高齢者を身近で支える地域包括支援センターの活動支援や周

知を行います。 

障害者相談支援事業 障害者世帯が地域で安心して快適な生活を送るため、日常生活

や社会生活などのさまざまな相談に応じます。 

◎ 

住宅に関する支援制

度等の情報提供 

【再掲】

住宅に関する支援制度等についての情報を集約し、発信しま

す。 
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施策の展開方向２ 民間賃貸住宅等への入居促進 

① 住宅確保要配慮者への入居支援

高齢者や障害者、外国人、子育て世帯等の入居に配慮した住宅の供給を促進し、住

宅確保要配慮者の居住の安定確保に努めます。また、状況把握サービスや生活相談サ

ービス等のケア機能を併せ持つ住宅の供給を促進するとともに、適正な管理に努めま

す。

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 住宅確保要配慮者への入居支援

地域優良賃貸住宅整

備・供給促進事業 

【再掲】 

利便性の高いエリアに高齢者等の入居に配慮した地域優良賃

貸住宅の整備・供給を促進します。 

サービス付き高齢者

向け住宅の供給促進

と適正な管理 

【再掲】 

ケア機能を併せ持つサービス付き高齢者向け住宅の供給及び

適正な管理を促進します。 

居住サポート事業 賃貸住宅への入居を希望している障害者に対する入居契約や

入居継続のための相談等のサポートを行います。 

住宅確保要配慮者の

入居に配慮した民間

賃貸住宅の供給促進 

高齢者や障害者、外国人世帯等の入居を拒まない民間賃貸住宅

の登録制度について周知を図り、供給を促進します。 

◎ 

住宅確保要配慮者の

居住支援 

住宅部局と福祉部局、関係団体等の連携により、住まいの確保

と暮らしの支援を一体的に課題共有し、解決するための体制を

整備します。 

◎ 

住宅に関する支援制

度等の情報提供 

【再掲】 

住宅に関する支援制度等についての情報を集約し、発信しま

す。 



65 

施策の展開方向３ 市営住宅の有効活用と適正管理 

① 市営住宅の有効活用 

老朽化が進む市営住宅の建て替えを進める必要があります。大規模市営住宅の建て

替えについては、敷地内の余剰地の事業活用を含めた建設に、民間の資金・ノウハウ

を活用する PFI 方式等の導入を検討します。

市営住宅には日常の暮らしに関する支援が必要な入居者が多く存在しており、特に

高齢化は今後も進むと予測されることからバリアフリー化を推進するとともに、必要

な設備の充実について検討します。また、屋根・外壁防水や設備等の計画的修繕を行

うことにより、施設の長寿命化を図るなど有効に活用します。 

② 市営住宅の適正な管理 

市営住宅は市民の財産です。市営住宅への入居機会の公平性を確保し、適切な入居

管理を推進するとともに、住宅セーフティネットの中核を担う市営住宅の適正な管理

に努めます。 

 【具体的な取り組み】 

取り組み 概要 

① 市営住宅の有効活用

◎ 

大規模市営住宅建て

替え時の民間活力の

導入 

大規模市営住宅の建て替え時においては、民間活力の導入につ

いて検討します。 

ストックの有効活用 市営住宅長寿命化計画を改定し、計画的修繕によりストックの

有効活用を図ります。 

多様なニーズに応じ

た住戸の提供 

今後需要が見込まれる単身用や高齢者向け住戸の供給に努め

ます。 

住宅設備の改善 バリアフリー化を推進するとともに、必要な設備の充実につい

て検討します。 

② 市営住宅の適正な管理

最適な管理運営の推

進 

指定管理者へのモニタリングにより適切な管理を行います。ま

た、適正な入居者選考に努めます。 

収入超過者への対応

の強化 

収入超過者に対して、自主的な退去を促します。 

債権管理の徹底 督促・催告・納付指導・法的措置・債権放棄など適正な債権の

管理に努めます。 

家賃制度の見直し 適正な家賃算定を行うとともに、減免制度の変更を検討しま

す。 

コミュニティ形成の

支援 

入居者のソーシャルミックスに努めるとともに、団地のコミュ

ニティ形成の支援に努めます。 
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第６章 重点プロジェクト



68 

６ 
重点プロジェクト 

本計画で特に重点的に取り組むものを３つのプロジェクトとして位置

づけます。

今後の社会経済情勢等を踏まえ、本計画において特に重点的に取り組む必要があると考

えられる３つの重点プロジェクトを設定します。 

なお、防災分野については、「地域防災計画・水防計画」や「建築物耐震改修促進計画」

といった他の計画において重点的に取り組むものとし、本計画では重点プロジェクトとし

ては設定しないこととします。 

≪基本目標と重点プロジェクトの対応≫ 

プロジェクト名 概   要 
関連する基本目標 

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 

市営住宅の有効活用 

市営住宅の建て替えにおける有効活用

を検討するとともに、ストックを重視し

た施策を展開していきます。

● ●

居住支援の充実 

住宅確保要配慮者が安心して暮らせる

住まいの確保に向けて、必要な支援が届

くよう施策を展開していきます。

● ●

居住誘導区域への定 

住促進 

まとまりのあるまちづくりに向け、便利

で安心した暮らしを実現するための施

策を展開していきます。

● ● ●
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重点プロジェクト１  市営住宅の有効活用

【目的】 

 2021（令和３）年４月１日現在の市営住宅管理戸数 3,851 戸に対し、公営住宅法による建て

替え可能となる耐用年限の 1/2 を超えるものは 61.5％と建物の老朽化が進んでいるため、建

て替え等の対策が必要となってきています。一方、今後の人口動向等を踏まえた推計によっ

て得られた結果から、10 年後の管理戸数を 3,620 戸に減らすことは可能と考えられます。 

こうした状況を踏まえ、市内に点在する市営住宅の建て替え・廃止を効率的に行っていき

ます。建て替えにおいて生じる余剰地には、地域の暮らしに貢献する役割を持たせる等、新

しい市営住宅の在り方を考えていきます。また、今後も存続する住宅については、適切な維

持や状況に合わせた設備更新等を行います。 

【取り組み】 

① 集約統合 

市営住宅の管理戸数は推計によって得られた結果から、今後 10 年間で約 230 戸減らし

ます。維持管理においては、小規模な住宅が点在するより、比較的大きな住宅としてまと

められた方が効率が良いことから、駐車場等の共同施設が適切に確保できないような比

較的狭い敷地で、近隣に他の市営住宅がある住宅は廃止とし、集約統合を図ります。 

建て替え後

市営住宅

老朽化

市営住宅

建て替え

既存

市営住宅

入居者の移転

入居者の移転

共同施設が適切に確保できない

比較的狭い敷地で、近隣に他の

市営住宅がある場合

老朽化

市営住宅

廃止

老朽化

市営住宅

老朽化

市営住宅
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民間建設・運営による施設等（福祉支援系、

子育て支援系や商業系等地域の暮らしに

貢献するもの）に活用

余剰地

建て替え後住宅

建て替え後住宅

建て替え前住宅

建て替え

② 建て替えにおける民間資金・ノウハウの活用 

存続させる住宅で老朽化が進んでいるものは順次建て替えを行います。

大規模市営住宅の建て替えにおいては住宅の高層化等に伴い、敷地内に生じる余剰地

に、周辺の地域住民にも必要とされる福祉系や商業系などの施設等を併設するといった

地域に開かれた事業の展開を含め、民間の資金・ノウハウを活用する PFI 方式等導入の

検討を行い、より費用対効果が高く、地域の暮らしに貢献する施設整備を行います。

③ ストックの有効活用 

市営住宅長寿命化計画を改定し、市営住宅ストックを有効活用します。 

市営住宅には、日常の暮らしに関する支援が必要な方が多く入居しており、特に高齢

化は今後も進むと予測されることからバリアフリー化を推進するとともに、必要な設備

の充実について検討します。また、屋根・外壁防水や設備等の計画的修繕を行うことによ

り、施設の長寿命化を図ります。

【展開シナリオ】 

取り組み 
前期 

【2022～2026】 

後期 

【2027～2031】 

①  集約統合 

② 建て替えにおける民間資金・ノ

ウハウの活用

③ ストックの有効活用 実施 

検討 

実施

実施

計画
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重点プロジェクト２  居住支援の充実 

【目的】 

高齢者や障害者、外国人等の住宅確保要配慮者が安心して暮らせる住まいの確保に向けて、

居住支援が求められています。

一定の支援が必要な住宅確保要配慮者にとって、民間賃貸住宅では、低家賃の住宅が少な

く、入居後の家賃滞納等によるトラブルや住宅内での事故等の不安から、家主に入居を拒ま

れる傾向が見られます。そのため、住宅確保要配慮者の居住にあたっては、それぞれの課題

やニーズに応じた支援を行う必要があります。また、支援は入居時だけではなく、入居中や

退去時にも必要となる場合があります。

こうしたことから、住宅部局と福祉部局の情報共有及び連携強化を図るとともに、居住に

係るハード・ソフトの両施策を一体的に実施することにより、住宅確保要配慮者へ必要な支

援を行います。

【取り組み】 

① 住宅確保要配慮者が入居しやすい住宅の供給促進 

真の住宅困窮者へ支援を行うため、市営住宅の適正な管理運営に努めます。また、高齢

者等に一定の配慮をした市営住宅のバリアフリー化を推進します。

新たな住宅セーフティネット制度に基づいて登録されたセーフティネット住宅の情報

を広く周知することで、住宅確保要配慮者の入居の円滑化を促進します。また、セーフテ

ィネット住宅の登録促進のため、住宅の賃貸人等に対して、制度の周知や住宅確保要配

慮者の入居受入れの不安軽減となる情報提供に努めます。

② サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

利便性の高い地域での住宅供給を促進するため、整備に関する国庫補助や税制優遇等

の情報提供に努めます。また、登録住宅の事業者に対して定期的に状況報告を求め、登録

後の継続的な登録基準の適合性を確保します。

③ 住宅確保要配慮者への居住支援の推進 

居住支援を推進するにあたっては、住宅部局と福祉部局だけでなく、福祉関係団体や

不動産業者等との連携が必要です。勉強会や連絡会議等を通じて各部局・団体との情報

共有・連携強化を推進し、住まいの確保と暮らしの支援を一体的に解決するための体制

を整備し、住宅確保要配慮者に必要な支援が届く取り組みを行います。
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【展開シナリオ】 

取り組み 
前期 

【2022～2026 年】 

後期 

【2027～2031 年】 

① 住宅確保要配慮者が入居しやす

い住宅の供給促進

② サービス付き高齢者向け住宅の

供給促進

③ 住宅確保要配慮者への居住支援

の推進

実施 

実施 

実施 検討
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重点プロジェクト３  居住誘導区域への定住促進 

【目的】 

本市の人口は、2010（平成 22）年に 376,665 人でピークとなり、2030（令和 12）年には

359,000 人まで減少していくことが見込まれています。人口減少が進めば、一定の人口密度に

支えられてきた医療・福祉・子育て支援・商業等の生活サービスの提供が困難になる恐れが

あり、人口減少社会に適応できるまとまりのあるまちづくりを進めていく必要があります。 

 こうしたことから、2018（平成 30）年に立地適正化計画を策定し、都市機能誘導区域や居

住誘導区域を設け、公共交通沿線等において都市機能が集積した拠点の形成や居住地の集約

を図っています。

 このため、公共交通によるアクセス利便性の高い場所の住まいの選択を可能にし、まとま

りのあるまちづくりに向け、便利で安心した暮らしを実現するための施策を展開します。

【取り組み】 

① 歩いて暮らせるまち区域定住促進補助事業 

居住誘導区域のなかでも公共交通沿線などの利便性の高いエリアを歩いて暮らせるま

ち区域に設定し、区域内への定住に対し補助金を交付することで、居住の誘導を促進し、

まとまりのある都市づくりを進めます。 

② 再開発事業の促進 

豊橋駅周辺という利便性を活かした多様なライフスタイルに合わせた住宅を供給する

ため、民間再開発事業を促進します。 

③ 地域優良賃貸住宅整備・供給促進事業 

利便性の高いエリアに高齢者の入居に配慮した地域優良賃貸住宅の整備・供給を促進

し、高齢者がより便利に、より安心して暮らすことのできる住まいへの住み替えを誘導

します。

④ サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 

サービス付き高齢者向け住宅の供給について、事業を行う者への国の整備費補助の意

見聴取の際、立地適正化の観点から意見を行うことにより、まとまりのあるまちづくり

に向けた立地誘導を促進します。

⑤ 市営住宅の建て替え 

市営住宅の建て替えにおいては、立地適正化計画におけるまちづくりの方針を踏まえ、

規模や併せ持たせる役割を検討します。
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≪居住誘導区域及び歩いて暮らせるまち区域≫

資料：立地適正化計画 

【展開シナリオ】 

取り組み 
前期 

【2022～2026 年】 

後期 

【2027～2031 年】 

① 歩いて暮らせるまち区域定住

促進補助事業 

② 再開発事業の促進 

③ 地域優良賃貸住宅整備・供給促

進事業 

④ サービス付き高齢者向け住宅

の供給促進 

⑤ 市営住宅の建て替え 実施 計画 

実施 

実施

実施

実施
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第７章 推進方策
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７ 
推進方策 

計画の推進体制、評価・見直し等の進捗管理について示します。

１ 住宅施策の推進主体 

質の高い住宅づくりや快適な住環境づくりにおいては、関係団体や民間事業者等の役割は

きわめて重要であると言えます。そのため、市民、地域、事業者及び行政は、それぞれの役

割のもと、協働して総合的な住まい・まちづくりに取り組んでいく必要があります。 

こうしたことから、本計画の推進にあたっては、多様な主体がそれぞれの役割を担いつ

つ、相互に連携・補完しながら、基本理念である「未来へつなぐ 住まいと暮らし」を実現

化させていきます。 

① 市民 

住まいの居住者や所有者等です。住まい・まちづくりに関心を持ち、自らの住まいを

より快適に、より長く住めるように努めるとともに、地球環境にも配慮し、地域との融

和を図りながら自らが主役となって「まちづくり」に参画していくことが重要です。 

② 地域 

住まいを造っただけでは、まちづくりはできません。住みよいまちづくりには、地域

社会との連携が求められます。特に、少子高齢化の進行により、一人世帯や地域とのつ

ながりが希薄な世帯の増加が予測される中、「地域で支え合う」、「地域で見守る」という

視点から、自治会や民生委員、ひいては高齢者、障害者、外国人等を支援する NPO団体、

ボランティア等と密接な協力関係も必要です。 

③ 事業者 

   ＜ハード面＞ 

住宅産業に関わる民間事業者は、良質な住宅・住環境の供給主体としての役割を担

います。そのため、住民ニーズに対応し、適切なアドバイスや情報の提供を行うとと

もに、自らの事業活動の維持や発展に努め、良質な住宅・まちづくりに積極的に取り

組んでいくことが求められます。 

   ＜ソフト面＞ 

福祉サービス事業者や居住支援団体等による居住支援サービスの提供により、高齢

者世帯等の安全・安心な暮らしを支援することが求められます。 
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④ 行政 

本市をはじめ、国・県等の行政機関は、本計画の推進・実行役として、市民、地域、

事業者等と協働し、連携・協力を図りながら、住生活の安定確保と向上の促進を実現す

るための住宅政策を実施するとともに、市ホームページ等の充実を図り、多様な住情報

をそれぞれの関連主体に適切に提供します。 

また、計画の推進には関連部局と相互に連携を図りながら実施していくこととします。 

■住宅施策の推進イメージ 

２ 推進体制 

本計画は、市民や地域、事業者等と構成する「豊橋市住宅マスタープラン推進会議」を設

置し、推進していきます。 

３ 進捗管理 

本計画は、成果指標などをもとに計画の推進状況を把握し、適宜評価・検証するとともに、

５年サイクルを基本とした見直しを行います。また、評価・検証結果については「豊橋市住 

宅マスタープラン推進会議」に報告していきます。 

②地域 

○地域社会との連携 

○地域で支え合う 

○地域で見守る 

①市民 

○住まい・まちづくりに関心を持つ 

○まちづくりへの参画 

③事業者 

○良質な住宅供給 

○居住支援サービスの提供 

④行政 

○計画の推進・実行 

連携・役割分担

連携・役割分担

未来へつなぐ 

住まいと暮らし 

連携・役割分担
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参考資料 
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１ 策定体制 

（１）策定体制

庁外組織 庁内組織 

市長 

住宅マスタープラン策定会議 

●計画立案、総合調整 

  会長：副市長

  委員：関係部長等

幹事会 

●素案の作成 

 幹事長：建設部次長

  委員：関係課長

事務局 

建設部住宅課

住宅マスタープラン策定委員会 

学識経験者 

住宅関連団体 

福祉関連団体 

自治連合会 

市民参画 

●市民アンケート 

●関係団体アンケート 

●パブリックコメント 

意見

素案

説明 

意見・提案 

市議会 

報告指示

報告
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（２）策定経緯 

年月 市民参画等 庁外組織 庁内組織 

2020（令

和２）年

11～12 月

11 月 30 日～12 月 25 日 

市民アンケート 

2021（令

和３）年

５～６月

５月 26 日～６月 25 日 

関連団体アンケート① 

８月  27 日 

第１回幹事会 

９月 ８日～15日 

関連団体アンケート② 

13 日 

第１回策定委員会 

28 日 

第１回策定会議

10 月 13 日 

政策会議

11 月 ２日 

市議会建設消防委員会 

29 日 

第２回幹事会

12 月 13 日 

第２回策定委員会 

21 日 

第２回策定会議 

28 日 

政策会議

2022（令

和４）年 

１月

21 日 

市議会建設消防委員会 

２月 パブリックコメント 第３回策定委員会

３月 策定・公表 
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（３）策定組織の設置要綱 

① 豊橋市住宅マスタープラン策定会議

（設置）

第１条 住生活基本法の理念に基づき、住生活の安定の確保及び向上の促進を明らかにし、豊橋

市における住宅マスタープランの策定について必要な事項を検討するため、豊橋市住宅マスタ

ープラン策定会議（以下「策定会議」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条 策定会議は次の事務を所掌する。

（１）住宅マスタープランの策定に関する重要事項の調査検討及び調整

（２）住宅マスタープランの立案

（３）その他目的達成に必要な事項の検討

（策定会議）

第３条 策定会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

２ 会長、副会長及び委員は、別表第１に掲げる職にある者をもって充てる。

３ 策定会議は、会長が招集する。

４ 会長は、会務を総理する。

５ 策定会議は、必要と認めたときは関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

（住宅マスタープラン策定委員会）

第４条 策定会議は、住宅マスタープランの推進に当たり市民の意見を反映させるため、必要に

応じて住宅マスタープラン策定委員会に意見を求めるものとする。

（幹事会）

第５条 策定会議のもとに幹事会を設置し、別表第２に掲げる職にある者をもって充てる。

２ 幹事会は次の事項を所掌し、幹事長は策定会議に住宅マスタープラン素案その他必要な資料

を提出する。

（１） 住宅マスタープランの策定に関する必要事項の調査検討

（２） 住宅マスタープランの素案の作成

３ 幹事会は、幹事長が招集し、会務を総理する。

４ 幹事会は、必要に応じて関係者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

（事務局）

第６条 策定会議の事務局は、建設部住宅課に設置する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。
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附 則

１ この要綱は、令和３年８月２日から施行する。

２ この要綱は、住宅マスタープランが策定されたときに、その効力を失う。

別表第１

 策定会議

役職 職名

会長 副市長

副会長 建設部長

委員 危機管理統括部長

〃 総務部長

〃 財務部長

〃 企画部長

〃 市民協創部長

〃 福祉部長

〃 こども未来部長

〃 環境部長

〃 都市計画部長

〃 建設部次長

別表第２

 幹事会

役職 職名 役職 職名

幹事長 建設部次長 委員 子育て支援課長

副幹事長 住宅課長 〃 こども未来館副館長兼事務長

委員 防災危機管理課長 〃 再生可能エネルギーのまち推進課長

〃 財政課長 〃 建築指導課長

〃 資産経営課長 〃 建築物安全推進課長

〃 政策企画課長 〃 都市計画課長

〃 安全生活課長 〃 都市交通課長

〃 多文化共生・国際課長 〃 まちなか活性課長

〃 長寿介護課長 〃 公園緑地課長

〃 障害福祉課長 〃 区画整理課長

〃 生活福祉課長
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② 豊橋市住宅マスタープラン策定委員会

（設置）

第１条 豊橋市における住生活の安定の確保及び向上の促進の方針を明らかにする豊橋市住宅マ

スタープランを策定するため、豊橋市住宅マスタープラン策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。

（所掌事務）

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

（１） 豊橋市住宅マスタープランの策定に関し、調査研究を行うこと。

（２） 前号のほか豊橋市住宅マスタープランの策定に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

２ 委員会に、会長及び副会長各１名を置く。

３ 会長は、委員の互選により選出する。

４ 副会長は、会長が委員のうちから指名する。

５ 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

６ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第４条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長を務める。

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

３ 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができ

る。

（守秘義務）

第５条 委員会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後

も同様とする。

（庶務）

第６条 委員会の庶務は、建設部住宅課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮

って定める。
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附 則

１ この要綱は、令和３年８月２日から施行する。

２ この要綱は、豊橋市住宅マスタープランが策定されたときに、その効力を失う。

別表（第３条関係）

役職 所  属 氏  名 

会長 豊橋技術科学大学教授 浅野 純一郎 

副会長 豊橋創造大学短期大学部教授 大林 博美 

委員 東三建設業協会副会長 青山 泰三 

委員 
社会福祉法人豊橋市社会福祉協議会 

豊橋市南部地域包括支援センター管理者 
朝倉 博子 

委員 公益社団法人愛知建築士会常議員 島田 祐子 

委員 
公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 

東三河支部副支部長 
高松 史好 

委員 豊橋市自治連合会理事 橋本  平 
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２ 関連計画

計画名 ホームページ URL 

第６次総合計画 https://www.city .toyohashi. lg . jp/40536.htm 

都市計画マスタープラン

2021-2030 
https://www.city .toyohashi. lg . jp/6928.htm 

立地適正化計画 https://www.city .toyohashi. lg . jp/31847.htm 

中心市街地活性化基本計画

2021-2025 
https://www.city .toyohashi. lg . jp/45691.htm 

空家等対策計画 https://www.city .toyohashi. lg . jp/31738.htm 

建築物耐震改修促進計画

2021-2025 
https://www.city .toyohashi. lg . jp/25528.htm 

地域防災計画 https://www.city .toyohashi. lg . jp/7005.htm 

公共施設等総合管理方針 https://www.city .toyohashi. lg . jp/18185.htm 

第８期高齢者福祉計画 https://www.city .toyohashi. lg . jp/44844.htm 

第３次環境基本計画 https://www.city .toyohashi. lg . jp/45661.htm 

第２次地球温暖化対策地域

推進計画 
https://www.city .toyohashi. lg . jp/45164.htm 

第５次安全で安心なまちづ

くり行動計画 
https://www.city .toyohashi. lg . jp/16837.htm 

市営住宅ストック総合活用

計画 
https://www.city .toyohashi. lg . jp/5547.htm 

※2022（令和４）年１月現在 
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３ 用語解説 

用   語 説     明 

あ

行 

空家バンク 空家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、空家
の利用を希望する者に対し紹介するシステム。 

新しい生活様式 新型コロナウイルスの感染拡大を抑止するため、感染症対策に通じる所作
を日常生活に織り込んだ、新しい生活の仕方のこと。 

新たな住宅セー
フティネット制
度 

民間の空家・空き室を活用して住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住
宅の供給を促進することを目的として 2017（平成 29）年に設立された制
度。 

歩いて暮らせる
まち区域

都市機能誘導区域または各拠点へのアクセス性に優れた公共交通幹線軸
沿線の居住誘導区域内において、居住を積極的に誘導する区域。「豊橋市
立地適正化計画」で定められている。 

雨水貯留浸透施
設 

豪雨時の浸水被害から街を守るため雨水を貯留したり、地下に浸透させる
施設。雨水貯留槽や雨水浸透桝、雨水浸透型側溝などがある。

ウッドショック 建築用木材の供給が需要に追いつかないことに起因する木材価格の高騰。

SDGs Sustainable Development Goals の略。2015（平成 27）年９月の国連サミ
ットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記され
た、2016（平成 28）年から 2030（令和 12）年までの国際目標。 

か

行 

カーボンニュー
トラル 

温室効果ガスの排出について、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの
排出量から、森林などによる吸収量を差し引いてゼロを達成すること。 

狭あい道路 建築基準法第 42 条第２項に定める幅員４ｍ未満の道路のこと。第２項で
定められていることから２項道路とも呼ばれる。 

居住誘導区域 一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスや地
域コミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導する区域。 

緊急通報装置 １人暮らしの高齢者や障害者が、急病や事故などの緊急事態が発生した
際、ボタンを押すことによって、あらかじめ登録された連絡先等に通報さ
れ速やかな対応が施される装置。 

景観形成地区 地域の特性を活かした良好な景観形成を重点的に図るため、条例に基づい
て指定する地域。地区内で建築物や工作物を造る際は、届出が必要となる。

高齢化率 全人口における高齢者(65 歳以上)人口の割合。 

さ

行 

サービス付き高
齢者向け住宅 

高齢者住まい法の改正により 2011（平成 23）年 10月より施行された新た
な住宅登録制度。設備・構造等のハード面の基準に加えて、状況把握や生
活相談サービス等のソフト面の基準を満たす住宅が登録できる。 

自然動態 出生・死亡に伴う人口の動きのこと。 

社会動態 転入・転出に伴う人口の動きのこと。 

収入分位 全国の２人以上世帯を収入の低い順に並べて区分したもの。例えば、収入
分位 25％は収入の低い方から４分の１番目に相当する分位。 

集約型都市構造 中心市街地や鉄道駅等の主要な交通結節点周辺等に各都市機能が集約さ
れ、それらの拠点や生活圏、公共交通沿線に多くの人が居住するとともに、
各拠点間のアクセス利便性が高い暮らしやすい都市構造のこと。

住生活基本計画 住生活基本法に基づき、住生活安定向上施策を総合的かつ計画的に推進す
るため策定する計画。 

住生活基本法 豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関
する施策について、基本理念、国等の責務、住生活基本計画その他の基本
となる事項について定めた法律。 

住宅確保要配慮
者 

住宅セーフティネット法に規定されている低額所得者、被災者、高齢者、
障害者、子育て世帯、外国人など、住宅の確保に特に配慮を要する者。 

住宅ストック ある一時点に存在するすべての住宅の数のこと。空家や建築中の住宅も含
まれる。 

新型コロナウイ
ルス

コロナウイルスの一種。コロナウイルスには、「重症急性呼吸器症候群
（SARS）」や「中東呼吸器症候群（MERS）」ウイルスなどが含まれる。新
型コロナウイルスは、一般的に飛沫や接触で感染する。



88 

用   語 説     明 

ZEH（ネット・ゼ
ロ・エネルギー・
ハウス） 

外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムを
導入し、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、
再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費
量の収支をゼロとすることを目指した住宅。 

セーフティネッ
ト住宅

新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者向け賃貸住
宅の登録制度において、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登
録された住宅。 

た

行 

耐震改修 現行の耐震基準に適合しない建築物の地震に対する安全性の向上を目的
として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備を
すること。 

耐震化率 居住世帯のある住宅総戸数に占める耐震性ありの住宅戸数の割合。 

耐震基準 一定規模の地震が発生した際、住宅等の建築物が倒壊や損壊することのな
いよう建築基準法で定めた基準。1981（昭和 56）年６月１日の建築基準法
施行令改正に伴って定められた基準を新耐震基準、改正前の基準を旧耐震
基準という。 

耐震診断 旧耐震基準で設計された既存の建築物を、現行の構造基準で耐震性の有無
を確認すること。

耐用年限 住宅などの建物が使用に耐える年数のこと。公営住宅は公営住宅法上、耐
火構造は 70 年、準耐火構造は 45 年、木造は 30 年と構造別に定められて
いる。 

地域拠点 市街化区域の南栄駅周辺、二川駅周辺、井原停留場周辺及び藤沢町周辺に
おける、店舗や病院、銀行など日常生活に必要な都市機能の集積を高め、
市街地内の生活圏の中心となる拠点。また、市街化調整区域の大清水駅周
辺、和田辻停留所周辺における、既存の交通結節機能や施設を活かし、日
用品を扱う店舗や病院など身近な都市機能の維持を図り、市街化調整区域
の生活圏の中心となる拠点。 

地域包括支援セ
ンター 

地域で暮らす高齢者を介護、福祉、健康、医療などさまざまな面から支え
る総合相談施設。 

地域優良賃貸住
宅 

高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定を目的とした、一定の基準を
満たす優良な賃貸住宅。 

地区計画 地区の特性に応じて良好な都市環境の形成を図るために必要事項を定め
る地区レベルの都市計画。地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、
生活道路の配置や建物の建て方のルール等を具体的に定める「地区整備計
画」で構成され、住民等の意見を反映して、その地区独自のまちづくりの
ルールを細かく定めることができる計画。 

長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期にわたり良好な状
態で使用するための措置が講じられた優良な住宅。長期優良住宅として申
請し認定されたものは、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び
維持保全を行うこととなる。 

超高齢社会 総人口の中で 65 歳以上の高齢者割合が 21％を超える社会のこと。高齢者
割合が７％を超えると高齢化社会、14％を超えると高齢社会と呼ぶ。 

テレワーク 「tele＝離れた所」と「work＝働く」からなる言葉で、ICT の活用による
場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと。 

透水性舗装 隙間の多い材料で舗装して、舗装面に降った雨水を地中に浸透させる舗
装。豪雨時の洪水緩和や雨水を地下に還元するなどの効果がある。 

特殊詐欺 被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯
金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだま
し取る犯罪。 

特別養護老人ホ
ーム 

入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排泄、食
事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の
世話を行う介護老人福祉施設。 

都市機能誘導区
域 

商業・医療・福祉等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約
することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域。 
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都市拠点 鉄道や路面電車、路線バスなどの利便性の高い公共交通が集中している豊
橋駅周辺における、商業施設、医療施設、福祉施設、金融施設、行政施設
といった高度で多様な都市サービスを享受できる広域的な都市機能の集
積及び多様な世代やライフスタイルに応じた居住と雇用の場を確保する、
にぎわいと活気のある東三河の中心拠点。 

豊橋市総合計画 社会情勢や国の政策を踏まえた将来展望のもとに、自主的かつ総合的なま
ちづくりを計画的に進めるため、長期的な目標から具体的な事業計画まで
を明らかにしたもの。 

な

行 

のびるんdeスク
ール 

学校施設を利用し、地域や学校とも連携して多彩な学びや体験活動を行い
ながら、児童の社会性の養成や能力の発掘を行う、放課後の学びの場。 

は

行 

ハザードマップ 災害の発生に注意が必要な場所や、防災のための施設などを記載した地
図。 

バリアフリー化 障害者や高齢者等の生活や活動に不便な障害を取り除くこと。例えば、エ
レベーターや手すりの設置、段差の解消など。 

PFI Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営
などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法。 

フレイル 要介護状態に至る前段階として位置づけられ、身体的虚弱性のみならず、
精神・心理的虚弱性や社会的虚弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自
立障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスクな状態。 

や

行 

有料老人ホーム 高齢者に食事や、その他の日常生活上必要なサービスの提供を目的とする
施設。形態により介護付、健康型、住宅型がある。 

用途地域 都市計画法及び建築基準法に定められ、主として市街化区域内において住
居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもの。第一種
低層住居専用地域をはじめ 13種類の用途地域がある。 

ら

行 

立地適正化計画 都市再生特別措置法に基づき、人口減少や高齢化等に対応し持続可能な都
市経営を行うために策定する計画。居住機能や医療・福祉・商業等の都市
機能の立地、公共交通幹線軸の形成等に関する包括的なマスタープラン。
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